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令和元年12月森町議会定例会会議録

１ 招 集 日 時 令和元年１２月２０日（金） 午前９時３０分

２ 招 集 場 所 森町議会議事堂

３ 開会・開議 令和元年１２月２０日（金） 午前９時３０分

４ 応 招 議 員

１番議員 岡 戸 章 夫 ２番議員 加 藤 久 幸

３番議員 中 根 信 一 郎 ４番議員 岡 野 豊

７番議員 筋 惠 治 ８番議員 中 根 幸 男

９番議員 鈴 木 托 治 10番議員 西 田 彰

11番議員 亀 澤 進 12番議員 山 本 俊 康

５ 不応招議員 なし

６ 出 席 議 員 応招議員に同じ

７ 欠 席 議 員 なし

８ 地方自治法第121条の規定に基づき議場に出席した者の職氏名

町 長 太 田 康 雄 副 町 長 村 松 弘

教 育 長 比 奈 地 敏 彦 総 務 課 長 村 松 成 弘

防 災 監 小 島 行 雄 企画財政課長 佐 藤 嘉 彦

税 務 課 長 山 下 浩 子 住民生活課長 富 田 正 治

保健福祉課長 平 田 章 浩 産 業 課 長 長 野 了
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建 設 課 長 中 村 安 宏 定住推進課長 村 松 達 雄

上下水道課長 岡 本 教 夫 学校教育課長 塩 澤 由 記 弥

社会教育課長 松 浦 博 病院事務局長 高 木 純 一

会 計 管 理 者 古 川 敏 勝

９ 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

議会事務局長 花 嶋 亘 議 会 書 記 清 泉 雅 文

10 会議に付した事件

議案第７７号 森町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部を改正する条例について

議案第７８号 森町特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例の一

部を改正する条例について

議案第７９号 森町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

の一部を改正する条例について

議案第８０号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に

ついて

議案第８１号 森町表彰条例の一部を改正する条例について

議案第８２号 森町下水道条例の一部を改正する条例について

議案第８３号 森町水道事業給水条例の一部を改正する条例について

議案第８４号 令和元年度森町一般会計補正予算（第５号）

議案第８５号 令和元年度森町介護保険特別会計補正予算（第３号）

議案第８６号 令和元年度森町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）

議案第８７号 令和元年度森町病院事業会計補正予算（第２号）

一般質問

議員派遣について

第一常任委員会の閉会中の継続調査について

第二常任委員会の閉会中の継続調査について

議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査について
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＜議事の経過＞

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）出席議員が定足数に達しておりますので、

これから本日の会議を開きます。

それでは、会議に入ります。

日程第１、「常任委員会所管事務調査委員長報告」を行います。

最初に、第一常任委員会委員長、西田彰君。

10番議員 （ 西 田 彰 君 ）第一常任委員会委員長、西田彰です。所管

事務調査の報告をいたします。去る11月20日木曜日から21日金曜日

の２日間にわたり、第一、第二合同の先進地所管事務調査を行いま

した。これには町長の同行もいただきました。訪問先は長野県下伊

那郡阿智村、及び下條村であります。第一常任委員会の調査目的は

「子育て支援及び巡回バスと乗り合いタクシー制度について」であ

ります。報告します。

初日に訪れました阿智村は人口約6,400人、面積は214.43キロ平

方メートル、飯田市に隣接し平成18年、旧浪合村、平成21年、旧清

内路村と合併、「日本一の星空の村」「日本一の花桃の里」を前面

に出し、「阿智家族」という戦略プロモーションを柱に、昼神温泉

施設を合わせた観光、教育、定住促進施策に取り組んでおります。

平成29年度歳出決算では、5,1l1,758千円となっており、子育て

支援施策においては、子育て世代包括支援センターとして「あちっ

こプラザ」の運営があります。里帰り出産支援から養育全般、栄養

・健康、教育・進路相談まで切れ目のない支援体制が組まれていま

す。

村民の足である、地域公共交通では、３路線バスに加え、巡回バ

ス４路線、乗り合いタクシーと地域ボランティアによる福祉移動支

援及び中高生帰宅支援などが取り組まれているとのことです。巡回

バスは朝夕を小学生のスクールバスと兼用させており、一般バス利

用者は帰宅時に乗り合いタクシーを利用し、自宅玄関まで送迎して

もらえる事業でございます。手厚い足の確保策だと思います。課題
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は利用者の減少、委託事業者の高齢化及び事業への周知不足とのこ

とです。

次に下條村を報告します。下條村は人口約3,800人、面積38.12キ

ロ平方メートル、飯田市に隣接し、村政130年を迎えた自立の村で

あります。

寒村と言われたこの小さな村に全国から視察に訪れるには訳があ

ります。人口減少に早くから危機意識を持ち、役場職員のみならず

村民まで巻き込んで意識改革に取り組み、財政の健全化と共に子育

て支援による若者定住で出生率向上を成し遂げたことがあげられま

す。国の補助金をしっかり精査することや、民間企業への職員研修、

村道の道普請など様々反発がある中での健全化は今も引き継がれ、

分厚い若者支援、子育て支援などが、予算振り分けの基礎をなして

いると思います。平成27年度歳出決算では2,463,980千円となって

おり、子育て支援施策では、「出産祝い金、第１子・第２子では80

千円、第３子以降500千円」「小・中入学祝い金30千円・60千円、

３歳以上の保育料無料（平成30年より）」他には「多子世帯育児支

援事業」や「義務教育給食費の70パーセント補助」などがあげられ

ます。

以上、２村に共通するのは人口減少という問題に早くから危機意

識を持ち、職員のみならず村民を巻き込んで様々改革を進めてきた

こと。今後の10年は、2027年開業予定のリニア新幹線、三遠南信自

動車道の開通を見据え、今までの計画を検証し、新たな総合計画策

定で「住みたい」「暮らしたい」村づくりと村の魅力発信に力を入

れるということが語られました。

まとめといたしまして、危機意識を共有する事（行政・町民）、

事業の取り組みをしっかりプロモーションする事、どんな事業でも

町民への理解浸透に努力する事、成果を次の施策につなげる事、国

の言いなりにならない事。以上、11月20日、21日の所管事務調査の

報告をいたしました。

続きまして、12月12日、午前９時から、第一常任委員会を開会い
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たしました。その結果についてご報告いたします。

森町議会では、若い世代、子育て世代のご意見ご要望をいただき、

第一常任委員会において、平成30年６月12日付けで、森町の南部地

域にある公立幼稚園を「幼稚園型認定こども園」に改園することの

提言書を町長へ提出いたしました。

令和元年10月１日から幼・保無償化が実施され、より保育園利用

者が増えることが予測されます。

つきましては、今後に対応するため「幼稚園型認定こども園」の

設置を早期に検討し、実施するよう、第一常任委員会として要望書

を提出することを申し上げます。

また、来春に控えた泉陽中学校と森中学校の統合については、遺

漏の無きよう粛々と準備が進められていると認識しております。森

町議会では、中学校及び小学校の統合に係る、児童生徒の学び舎の

環境変化並びに精神の安定に十分に配慮されるよう、「児童の履修

漏れ及び未履修の解消に努めること」また「統合前後の児童・生徒

の精神的不安解消のためのケアの充実に努めること」を意見書にし、

第一常任委員会として提出することを申し上げ、委員長報告といた

します。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）次に、第二常任委員長、中根信一郎君。

３番議員 （ 中根信一郎 君 ）第二常任委員会委員長の中根信一郎でござ

います。令和元年度、第二常任委員会、所管事務調査に係る委員長

報告をいたします。

第一常任委員会と合同で、11月21日、22日の両日、所管事務調査

として、長野県阿智村と下條村、両村への「観光誘客事業について」、

「民間企業との協力体制及び定住に向けた推進策の状況について」、

第二常任委員会に関わる調査研究に伺いました。

最初に、阿智村役場にて、熊谷秀樹村長並びに熊谷義文議長より

挨拶の後、担当課職員より説明をいただきました。

「阿智村の観光誘客事業と民間企業との協力体制ついて」、阿智

村は、年間の観光客数が130万人で、内容は、昼神温泉に泊まり「日
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本一の星空」を見る夏場のナイトツアー、春の花桃、冬はスキーな

ど、年間を通して観光客が訪れる仕組みとなっていました。

その手法は、役場内の観光協会を発展的に解散し、第三セクター

と組織統合を計り「阿智・昼神観光局」を立ち上げ、地域を活かし

たさまざまな企画事業を実施し、そしてメディアや観光バス会社、

地元企業とも協力体制を構築し、ＰＲに力を入れていました。中で

もテレビで放映された事により、若者が多く訪れるようになり、全

盛期を上回る誘客事業となっていました。

次に定住に向けた推進策は、若者定住支援金として、41歳未満の

若者を対象に、新築限度額1,000千円、村内事業者との請負契約の

場合は1,200千円、増改築に500千円、住宅用地取得に1,000千円、

中古住宅取得に1,000千円という支援金があり、また、年齢41歳以

上から51歳未満の人たちには、集落定住支援金として限度額は下が

りますが、別に設けられていました。

そして、高齢化率40パーセント以上の地域へ定住する場合は、年

齢制限なく実施している他、移住者には、お試しの暮らし住宅や村

営住宅も格安で提供し、推進を図っていました。

次に、翌日、下條村役場にて、議長より挨拶をいただいた後、吉

村議会事務局長より説明を受けました。

定住に向けた推進策は、住宅施策と少子化対策を併せ持つ、「若

者定住推進住宅の建設」であります。子育て世代、消防団への加入

を入居条件とし、地域に溶け込む意思のある人を選定しており、家

賃31,000円から34,000円で、２ＬＤＫ、駐車場２台付と格安であり

ました。当然、若者や子どもが増え、人口増や維持に繋がっており、

今後は、団地住宅から戸建て（持ち家）にシフト変更を考えている

ということでした。

また、新増改築工事補助事業として、対象者45歳以下で、新築10

パーセント補助、上限1,000千円、増築10パーセント補助、上限500

千円や、住宅用地取得・宅地造成工事に対する補助事業50パーセン

ト補助、上限1,000千円も整備をされていました。
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また、観光ではないですが、福祉施設を他市主体で建築をしても

らい、誘致をしており、当町にも活用できる事例と考えました。

両村を通して、行政が自らの地域を良く知り、地域に合った重要

な施策を実施していることが伺えました。また、10年後のリニア開

通に向け、残土処理問題や様々な検討をしていることも付け加えま

して、第二常任委員会、所管事務調査の委員長報告とさせていただ

きます。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）以上で、常任委員会所管事務調査委員長報

告を終わります。

日程第２、議案第77号「森町議会の議員の議員報酬及び費用弁償

等に関する条例の一部を改正する条例について」を議題とします。

これから討論を行います。討論はありませんか。

10番、西田彰君。

10番議員 （ 西 田 彰 君 ）10番、西田です。私は、ただいま提案され

ています、議案第77号「森町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例の一部を改正する条例について」反対の立場から討論

いたします。この後提案される議案第78・79号も同様反対といたし

ますことを述べておきます。

確かに民間企業の給与は上がっているようです。しかし、その内

容はアベノミクスの成長戦略という大企業、富裕層への減税や税制

優遇により一部に富を集中させるという異常な経済政策で格差の拡

大を招くとともに、人口減少による労働力確保で給与の引き上げを

せざるえないという実態も浮かんできます。平均所得は上がってい

ても不安定な非正規労働者の増加や、年間所得が200万円にも届か

ない相対的貧困世帯が、じりじりと増えていることへも目を向けざ

るを得ません。

今、森町が置かれている大きな課題は人口減少問題であり、地域

活性化の具体策を示すことだと思います。しかるに学校統廃合にみ

られるように、地域コミュニテイは軽んじられ、期待する企業誘致

も進まず、閉塞感を感じる町民もおられるのではないでしょうか。
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企業でいう一時金とは功労金の性格を持っています、から言えば人

事院勧告と言えど議員、特別職、教育長の引き上げは理解に苦しむ

ものです。よって議案第77号に反対をするとともに、78、79号も同

様といたします。今一度議員各位の判断の再考を願いまして、私の

反対討論といたします。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）他に討論はありませんか。

４番、岡野豊君。

４番議員 （ 岡 野 豊 君 ）私は、ただいま討論に付されております、

議案第77号「森町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例について」賛成の立場から討論いたします。

今回の期末手当の支給月数の改正は、民間給与との較差等に基づ

き、令和元年度人事院勧告を受けた国の動向を踏まえて行うものと

理解をしております。

今回改正案では、令和元年度について、12月支給1.675月分を1.7

25月とし、次年度（令和２年度）は６月期1.675月分を1.7月分、12

月期を1.7月分とするもので、年間支給3.35月分から3.4月分とする

ものであり0.05月分の増であります。

金額に直しますと、一般議員、年11,673円増の計算となり、12名

の議員では年総額149,000円の増額となります。現在の10名では125,

000円の増となります。

森町の議員報酬は他の町と比較しても低位にあり、伊豆の各町を

除けば下から２番目であります。

各地で町村議員のなり手が少なくなり、一昨年４月の森町議会議

員選挙でも候補者が定員と同数で、無投票となりました。

議員も町民の一人であり、生活をしていかなければなりません。

他に収入を求めなければ生活が成り立たない報酬であることに、問

題の一つがあると感じています。

今回は月額報酬そのものの引き上げでなく、若干の期末手当の引

き上げについては町民の理解も得られると思います。

人事院勧告は、50人以上の従業員を持つ民間企業の給与実態と国
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家公務員の給与実態を踏まえ、その較差是正を年ごとに行うように

勧告するものであり、その年の平均的な給与総額が民間と公務員が

同等となるようにするものであります。

職員も本年度は、勤勉手当0.05月分の引き上げを勧告されて年4.

5月分となっていますが、議員は選挙の結果によりなるもので、人

事院勧告の対象にはなりません。

しかしながら、特別職も人事院の勧告があり、これに準ずること

になります。

森町の議員においても0.05月の増をすることは必然と考えます。

また勧告とは違った対応を続けると矛盾が生じ、議員にも町民にも

説明ができないような給与体系となることが考えられます。これに

ついては、特別職、教育長の議案についても同様です。

以上のようなことから、議員そのものへの勧告はありませんが、

その趣旨に見合った給与体系の見直し、今回の0.05月分の期末手当

の引き上げについて賛成するものであります。

以上申し述べさせていただきましたが、議員各位のご賛同をお願

い申し上げまして、私の賛成討論とさせていただきます。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）他に討論はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）「討論なし」と認めます。

これから議案第77号を採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

（ 起 立 多 数 ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）起立多数です。

したがって、議案第77号「森町議会の議員の議員報酬及び費用弁

償等に関する条例の一部を改正する条例について」は、原案のとお

り可決されました。

日程第３、議案第78号「森町特別職の職員で常勤のものの給料等

に関する条例の一部を改正する条例について」を議題とします。

これから討論を行います。討論はありませんか。
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（ 発言する者なし ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）「討論なし」と認めます。

これから議案第78号を採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

（ 起 立 多 数 ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）起立多数です。

したがって、議案第78号「森町特別職の職員で常勤のものの給料

等に関する条例の一部を改正する条例について」は、原案のとおり

可決されました。

日程第４、議案第79号「森町教育委員会教育長の給与及び勤務時

間等に関する条例の一部を改正する条例について」を議題とします。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）「討論なし」と認めます。

これから議案第79号を採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

（ 起 立 多 数 ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）起立多数です。

したがって、議案第79号「森町教育委員会教育長の給与及び勤務

時間等に関する条例の一部を改正する条例について」は、原案のと

おり可決されました。

日程第５、議案第80号「一般職の職員の給与に関する条例の一部

を改正する条例について」を議題とします。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）「討論なし」と認めます。

これから議案第80号を採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

（ 起 立 多 数 ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）起立多数です。
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したがって、議案第80号「一般職の職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例について」は、原案のとおり可決されました。

日程第６、議案第81号「森町表彰条例の一部を改正する条例につ

いて」を議題とします。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）「討論なし」と認めます。

これから議案第81号を採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

（ 起 立 全 員 ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）起立全員です。

したがって、議案第81号「森町表彰条例の一部を改正する条例に

ついて」は、原案のとおり可決されました。

日程第７、議案第82号「森町下水道条例の一部を改正する条例に

ついて」を議題とします。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）「討論なし」と認めます。

これから議案第82号を採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

（ 起 立 全 員 ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）起立全員です。

したがって、議案第82号「森町下水道条例の一部を改正する条例

について」は、原案のとおり可決されました。

日程第８、議案第83号「森町水道事業給水条例の一部を改正する

条例について」を議題とします。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）「討論なし」と認めます。

これから議案第83号を採決します。
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本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

（ 起 立 全 員 ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）起立全員です。

したがって、議案第83号「森町水道事業給水条例の一部を改正す

る条例について」は、原案のとおり可決されました。

日程第９、議案第84号「令和元年度森町一般会計補正予算（第５

号）」を議題とします。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）「討論なし」と認めます。

これから議案第84号を採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

（ 起 立 多 数 ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）起立多数です。

したがって、議案第84号「令和元年度森町一般会計補正予算（第

５号）」は、原案のとおり可決されました。

日程第10、議案第85号「令和元年度森町介護保険特別会計補正予

算（第３号）」を議題とします。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）「討論なし」と認めます。

これから議案第85号を採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

（ 起 立 全 員 ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）起立全員です。

したがって、議案第85号「令和元年度森町介護保険特別会計補正

予算（第３号）」は、原案のとおり可決されました。

日程第11、議案第86号「令和元年度森町公共下水道事業特別会計

補正予算（第２号）」を議題とします。

これから討論を行います。討論はありませんか。
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（ 発言する者なし ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）「討論なし」と認めます。

これから議案第86号を採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

（ 起 立 全 員 ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）起立全員です。

したがって、議案第86号「令和元年度森町公共下水道事業特別会

計補正予算（第２号）」は、原案のとおり可決されました。

日程第12、議案第87号「令和元年度森町病院事業会計補正予算（第

２号）」を議題とします。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）「討論なし」と認めます。

これから議案第87号を採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

（ 起 立 全 員 ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）起立全員です。

したがって、議案第87号「令和元年度森町病院事業会計補正予算

（第２号）」は、原案のとおり可決されました。

日程第13、一般質問を行います。

通告の順番に発言を許します。

12番、山本俊康君。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）12番、山本俊康君。

12番議員 （ 山 本 俊 康 君 ）12番、山本でございます。議長のお許しを

いただきましたので、通告に従いまして、町長に太田町政の自己評

価と今後について質問をさせていただきます。令和という新たな御

代の時代が始まり、今年一年を表す漢字一字は令和の「令」という

ことでございます。多くの神事や祭事が行われ、この一年祝賀ムー

ドは新たな御代の時代を皆で期待する、まさにこの一年を表す漢字

だと思うところであります。来年は東京オリンピック、パラリンピ
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ックも開催をされます。さらに期待をするところであります。さて、

早いもので太田町政の一期目が令和２年３月９日と迫っておりま

す。町長選の日程も、２月４日告示、２月９日投票日とお聞きをし

ております。振り返れば、太田町長は平成17年４月の町議会選挙で

トップ当選をされ議員となられました。今議長席にお座りの亀澤議

長、そして私も同期であり、ずっとその活動を見てまいりました。

金融機関にお勤めになったその能力、真面目さ、そして森町を愛す

る想いはいつも感心をさせられました。多くの皆さんの信頼を掴み、

大変厳しい選挙戦にも関わらず、56歳という若さで当選をされ、４

年が経とうとしております。首長としての大変なお仕事を、私も議

員の皆さん方のご推挙をいただき、議長として、平成最後の２年間

を見てまいりました。持ち前の真面目さと、数字と、文章能力が素

晴らしく、体力勝負も乗り越え、著しく変わる経済状況、地球温暖

化による環境の大きな変化、少子高齢化による人口減少や福祉など、

日々変化する中にあって、その手腕を十分発揮され、一期目が過ぎ

ようとしております。私とともに、次世代の森町を掲げ、３つのマ

ニフェストのもとに取り組んだ太田町政を振り返り、どう自己評価

されるのか。また、引き続き町政運営を担う考えはあるのか、以上

２点を、お伺いをさせていただきます。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）町長、太田康雄君。

町 長 （ 太 田 康 雄 君 ）山本議員のご質問にお答えいたします。

はじめに、太田町政１期４年を振り返っての自己評価について申

し上げたいと思います。

私のこれまでの町政運営に対しまして、高い評価をいただきまし

たことにまず、感謝とお礼を申し上げたいと思います。私は前回の

町長選挙の際に、マニフェストとして、３つの取り組みを掲げ、初

当選をさせていただきました。この４年間、マニフェストに掲げた

政策の実現に向け、全力で取り組んできたところでございます。

それでは、マニフェストに沿って、４年間の主な取組について、

述べさせていただきます。
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一つ目の「人口減少に立ち向かう」について申し上げます。

まず、結婚・出産・子育て支援の充実につきましては、切れ目な

い総合的な支援を実施してまいりました。代表的なものをご紹介し

ますと、結婚支援の取り組みでは、平成30年度に天浜線を利用し、

町の事業では初となる婚活イベントを実施いたしました。

出産を支援する取り組みでは、平成29年度に「森っ子出産祝い金」

をリニューアルし、多子世帯において経済的負担を軽減するよう交

付額を変更いたしました。また、妊娠期から子育て期を総合的に支

援するため、平成28年度に子育て支援包括支援センターを開設、令

和元年度には産後健康診査と産後ケア事業を開始し、出産・育児に

関するカウンセリングの充実を図りました。

平成29年度からの保育士宿舎借上支援による保育士確保の支援

や、令和元年度の摩耶保育園定員100名から120名への増員に伴う移

転新築への補助金交付など、保育園の定員増加を支援しております。

加えて、未就学児の医療費負担ゼロを実現するため、こども医療費

助成事業については、４年間で２度の制度改正を実施しており、未

就学児の通院医療費の自己負担無料化とともに、通院医療費につい

ては、対象を高校生世代まで拡大しております。

保護者の意見・地域の声を尊重した学校運営では、保護者や地域

の代表者等による「森町学校のあり方検討会」での検討を踏まえ、

平成30年度に長年の懸案であった学校再編について方針を決定し、

これまで12回の地域説明会等の開催や学校統合準備会での課題解決

に向けた検討を実施しているところであります。

また、定住・移住の促進につきましては、定住・移住の総合相談

窓口として平成30年度に定住推進課を新設し、町で委嘱している移

住コーディネーターとともに森町に移住を希望される方に対して、

休日を間わず懇切丁寧に対応をしているところです。また、平成29

年度に森町空き地・空き家バンクを創設し、森町の情報を全国に発

信しております。移動販売による買い物支援については、町内外の

業者により三倉デイサービスセンターでの総菜販売や街中での移動
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販売が行われています。

さらに、生活環境の整備につきましては、上水道基本計画に基づ

き良質な飲料水の確保・維持に努めるとともに、小規模な水道施設

を支援するため、平成29年度に飲料水供給施設補助制度を拡充しま

した。生活道路の整備につきましても、道路改良事業、橋梁長寿命

化事業を計画的に進めております。また、長年の課題であります都

市計画道路新田赤松線の未整備区間事業化に向け、準備も始めたと

ころでございます。

二つ目の「財源を確保する」について申し上げます。

産業の振興による税収アップについては、まず、県営事業「とう

もろこしの里」事業への積極的な関与により水田の高度利用を促進

しております。また、和栗ポロタンの生産や、ブルーベリーを活用

した地ビールの開発など、特産物のブランド化にも取り組んでおり

ます。遠州森の茶につきましては、県の「静岡茶トップブランドプ

ロモーション事業」に県内６産地のひとつとして参加し、ブランド

の維持・向上に努めるとともに、茶業振興協議会の各種事業を通じ

て知名度向上と販路拡大を図っております。林業につきましては、

県、町、森町森林組合を含む５団体が一体となった組織である「遠

州森林認証グループ」が、平成29年に国際的な森林認証規格ＦＳＣ

を取得いたしました。企業誘致の面では、”ふじのくに”のフロン

ティアを拓く取組の第１期計画である、内陸フロンティア推進事業

を推進するとともに、ヤマハモーターエレクトロニクス、宮下製作

所、吉川化成、おさだ製茶などの進出企業へ「森町産業立地事業費

補助金」を交付し、優良企業の誘致を推進してまいりました。また、

ふるさと納税への積極的な取組については、就任当初の平成28年に

お礼の品を町内事業者のご理解とご協力を得て、100品以上増やす

リニューアルを実施し、平成30年度には１億円を超える寄附をいた

だくなど、大きな成果を得ることができました。今年度も積極的な

働きかけでお礼の品が200品を超え、寄附額も順調に増えておりま

す。
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三つ目の「人にやさしいまちをつくる」について申し上げます。

まず、地域包括ケアシステムの構築につきましては、三倉・天方

地区において、地域に住んでいる方々が互いに支え合いながら、安

心して生活できる地域づくりを目指し、生活支援体制整備事業等に

取り組んでまいりました。

また、森町病院への経営支援につきましては、経費負担の原則に

より、毎年度５億円程度の支援を実施し、町民にとって安心の要と

なるよう、適切な医療の提供に努めてまいりました。

最後に「住む人も訪れる人も心和らぐまちに」つきましては、伝

統芸能の継承支援、歴史的・文化的資源の保全・活用の取り組みと

して、森町全域の文化財の計画的な保護、保存、活用を図るため、

任意団体である森町歴史伝統文化保存会の結成を支援し、令和元年

度から補助を開始いたしました。加えて、アクティ森のさらなる活

用として、随時レストランメニューの開発や新規イベントを行うと

ともに森町のシティプロモーションとして、平成30年度「新たな魅

力創出発信事業プロジェクト」を開始し、令和元年度には、森町と

しては初めての取り組みとなる、東京代官山で全国に向けた記者発

表を実施し、スマートフォンなどのアプリを活用した新サービス「ロ

ールプレイングトリップｉｎモリマチ」をスタートいたしました。

現在、民間の高い発信力を活用し、シティプロモーションと観光交

流人口の増加を目指して、力を注いでいるところでございます。ま

た、平成29年度には、観光ＰＲホームページを開設し、ＩＣＴを活

用した観光振興に取り組んでおります。

以上、マニフェストに掲げた３つの取り組みに沿って、主な施策

の実績について申し述べましたが、これらマニフェストに謳った施

策とともに、町内幼稚園・小中学校の全ての普通教室と一部の特別

教室へのエアコン整備やＪＥＴプログラムを活用したＡＬＴの増員

等による英語教育の推進、ハザードマップの更新と防災ガイドブッ

クの作成及び全戸配布、指定避難所への公衆無線ＬＡＮ整備なども

実施してまいりました。
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ただいま、申し上げましたように、これらの施策を通して、第９

次森町総合計画の将来像である「住む人も訪れる人も心和らぐ森町」

の実現に向けて、全力をあげて取り組んでまいりました。

そこで、１期４年を振り返っての自己評価でございますが、初め

て町長の責を担わせていただき、村松前町長から町政を継承すると

いう立場から、足場を固めながら、慎重に、いわば安全運転で町政

運営を行ってまいりましたので、太田色が見えない、積極性に欠け

る、大胆な取り組みがないといったご批判をいただいておりますこ

とは、大いに反省すべきと痛感しております。

しかしながら、私としましては、選挙で掲げたマニフェストの実

現に向け誠心誠意取り組み、町民、議員、職員、さらには全国の森

町ファンの皆さまのご理解、ご協力をいただいて、一定の成果を得

ることができたのではないかと考えております。

次に、引き続き町政運営を担う考えはあるか、のご質問にお答え

させていただきます。

町長としての初めての任期４年を振り返り、一定の成果を上げる

ことができたのではないかと自己評価をさせていただきましたが、

まだまだ十分な成果が現れたとは言えない状況もあると考えており

ます。

マニフェストに掲げた「人口減少に立ち向かう」、「財源を確保

する」、「人にやさしいまちをつくる」という三つの取り組みは、

いずれもこれで良いというゴールが見えているものはなく、森町に

とって、これからも取り組んでいかなくてはならない課題です。

１期４年を振り返り、そのような思いを強くしておりますので、

この４年間の経験と反省を生かし、引き続き森町の町政運営を担わ

せていただきたいと決意を固めたところでございます。

１期４年でしつかりと足場を固めましたので、次の任期には夢の

ある、大胆な施策を、力強くアクセルを踏み込みながら、展開して

まいりたいと考えております。

そして、次期の取り組みの方向性についてですが、私の就任後に
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策定した第９次森町総合計画の基本計画に掲げた６つの基本の柱に

沿って政策を展開してまいりたいと考えております。６つの基本の

柱について改めて申し上げます。

「１ 保健・医療・福祉 みんなで助け合う健やかなまち」

「２ 教育・文化 先人に学びみんなで育むまち」

「３ 活力・情報発信 交流が盛んでにぎわうまち」

「４ 産業振興 活気あふれる産業のまち」

「５ 安心・安全 いつまでも暮らせるやすらぎのまち」

「６ 自然環境 豊かな自然があふれるまち」

以上でございます。

それでは、６つの基本の柱ごとに現段階で私が構想を抱いている

主な事業について、その一端を申し上げます。

「１ 保健・医療・福祉」では、子どもと家庭及び妊産婦等の福

祉に関し必要な支援に係る業務全般を行う「子ども家庭総合支援拠

点」の設置運営など。「２ 教育・文化」では、学校再編の着実な

実現とともに、認定こども園への移行も含めた幼稚園のあり方につ

いての検討など。「３ 活力・情報発信」では、三倉・天方地区光

回線未整備地区の整備と多様な観光拠点の創出など。「４ 産業振

興」では、積極的な企業誘致と雇用の確保など。「５ 安心・安全」

では、自主防災会との連携による地域防災力の強化など。「６ 自

然環境」では、森林環境譲与税を活用した森林の保全など。限られ

た時間ですので、一部しか申し上げられませんが、これら６つの基

本の柱に沿って今の森町に必要な事業、そして森町の将来のために

必要な事業を実行してまいりたいと思います。

そして、これからの町政運営、まちづくりには、ＳＤＧｓの理念

を踏まえ各種施策を推進していく必要があると考えます。ＳＤＧｓ

とは、Sustainable Development Goals（サステイナブルデベロッ

プメントゴールズ）持続可能な開発目標といわれるもので、世界中

の誰一人取り残されない包摂的な社会を作っていくことが重要であ

ると強調されています。そして、ＳＤＧｓの17のゴールの中には、
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ゴール11として「住み続けられるまちづくりを」という目標が掲げ

られています。まさに、私が目指す「誰もが幸せを感じながら住み

続けられる森町」、さらには、まちの将来像「住む人も訪れる人も

心和らぐ森町」の理念に合致するものです。

また、これからのまちづくりには、森町に住む人、森町で事業を

行う人、行政、そして町外の森町ファンといった森町に関わるすべ

ての人の「人の輪」に、民間の活力を活かすべく、企業も加えてい

くべきと考えます。

以上、引き続き森町の町政運営を担わせていただき、「住む人も

訪れる人も心和らぐ森町」の実現を目指し、全身全霊で各種施策に

取り組んでまいる決意の一端を申し述べ、答弁とさせていただきま

す。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）12番、山本俊康君。

12番議員 （ 山 本 俊 康 君 ）ただいま、１期４年を振り返り、そうした

取り組みについてお伺いをいたしました。初めての、町長として前

町長から町政を継承するという立場から、足場を固めながら慎重に、

いわば安全運転で町政運営に取り組んでこられたということをお聞

きをいたしました。やっぱり一期目、初めての時は誰しもそうだと

思いますが、私も議員にならさせていただいた時も、やっぱりいろ

んなことを慎重に考えながら、またいろんな方の意見を聞きながら

ということで、一生懸命議員をさせていただいた。振り返ってそう

思うわけですが、誰もが、安全運転というのはこれはやっぱり当然

のことだと思います。今町長の答弁は10時７分から22分、ちょうど

15分答弁をいただきました。まさに今のこの町政、町長の性格その

ものが出ておったなというふうに思います。まさにクソ真面目。そ

して数字、文章力は非常に高い評価があるわけですが、ただいまの

答弁でこの１期４年のことが細かにわかったと思います。振り返れ

ば隅々まで対応した事業、そして政策が行ってこられたなと思いま

す。反省の中でも、太田色が見えない、積極性に欠ける、大胆な取

り組みが見えないと、ご自分でもそうした批判があるということも
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承知で、あえて今、反省の中にそうしたことが挙げられておりまし

たが、今、全国の自治体は、調べてみますと平成29年10月の時点で、

市が791自治体、町が944、村が183、1,718、自治体があります。い

ろいろ、明治・昭和・平成の大合併を経て、当初は明治の頃は７万

ぐらいあった自治体が、今は1,700まで合併をされて少なくなって

きているわけですが、そうした1,700ある今の自治体の中でも、そ

の中の首長として本当に遺憾無く、いろんなものを発揮して、とん

でもないいろんな事業もやられている自治体、首長がそうたくさん

あるわけではないと私も思っております。太田色が見えない、これ

から二期目に向けて、その色ははっきり出されるのではないかと思

うわけですが、そうそう、そうした首長さんが多いわけではないと

私も思っております。私はこの４年間、太田町政としてマイナス要

因はそうなかったという評価をさせていただきたいという思いでお

ります。今控えめな評価を言われたわけですが、あえてこの４年間

の自己評価、点数をつければ、まず初めに点数はどれくらいなのか

を少しお聞かせいただければと思いますが、いかがでしょうか。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）町長、太田康雄君。

町 長 （ 太 田 康 雄 君 ）山本議員から、いろいろ４年間の取り組み

について評価をいただくとともに、また私の性格についても、的確

に分析をしていただきましてありがとうございました。それでは、

点数はどうかという再質問でございますが、実は本日後ほど、鈴木

托治議員からも自己評価点数はというご質問いただいておりますの

で、ここで申し上げていいかどうか迷うところでありますが。はい、

それでは鈴木托治議員のご質問の際にお答えをさせていただきたい

と思います。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）12番、山本俊康君。

12番議員 （ 山 本 俊 康 君 ）いろいろ今マニフェスト等々でずっとやら

れてきた中で、私は今どうしてもこの森町でやらなくてはいけない

のは、やっぱり人口減少に立ち向かう。これはやっぱりどうして

も、やってでてくる必要があるだろうと、私も常々思っております。
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そして新東名も24年に開通をして、もう数年経っております。そう

した新東名内陸フロンティアの取り組みをさらに推進をしていく必

要があるだろうと思って、私もちょうど今その新東名の近くに住ま

いをしておりますので、今いろんな企業を誘致をしていきたい。ま

た地域の皆さん方から、だいぶ高齢化で農業を大変えらくなってき

たよという中で、農地または畑、山等々を有効活用する方法を考え

てほしいというようなことも地域の皆さん方から話をいただいて、

今いろんなところに話をさせていただいて、意外と今になって、以

前はなかなか話があったがその話がなかなか煮え詰まらなくて、な

かなか具体的にはならなかったということでありますが、ここへき

て、だいぶいろんな方からお話をいただいております。そうした中

で、町としてやっぱり企業誘致は非常に重要であって、雇用がそこ

で起きれば、そこに留まる方も多くなっていただける。そして町に

も固定資産税や法人税いろんな面で税収も上がってくるということ

だと思います。そんな中で是非、人口対策について、どういうふう

に町長が今までお考えになり進めてこられたか、少し反省を振り返

りながらお教えをいただけたらと思います。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）町長、太田康雄君。

町 長 （ 太 田 康 雄 君 ）人口減少対策についての再々質問でござい

ますが、この人口減少に立ち向かうということは、先ほど申し上げ

ました私のマニフェストの第一に掲げてきたことでございます。こ

の人口減少対策というのは、いわば大きな課題でありますので、そ

の対策としては、様々な施策を講じてまいりました。代表的なもの

は、移住定住を推進するための定住推進課の新設等であります。

様々な事業をこの４年間進めてきた中で、課題も見えてまいりま

した。空き家空き地バンクの創設もいたしましたが、なかなかスム

ーズに運用できていないということにつきましては、これまでの一

般質問でもご指摘をいただき、また答弁もさせていただいていると

ころでございます。ですので、この問題につきましてはこれから

も最重要課題と考えて取り組んでまいりたいと考えております。
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そして山本議員もご指摘のとおり、企業誘致ということがやはり

大きなテーマになってこようかと思います。それは企業誘致によっ

て人口がイコールで増えるかといえば、それはイコールではない部

分もありますけれども、人口が増えることの、人口減少の一つの問

題として、町に活力がなくなる、活気がなくなるということが挙げ

られると思います。その部分を、企業誘致することで町の活力・活

気を増していくということにつながってくるのではないかと思いま

す。新東名高速道路につきましても、平成24年に開通した際に、あ

るいはそれ以前から、森町にとって100年に1度の絶好の好機である

と、チャンスであるという期待は非常に行政また町民の皆さん共に

高かったわけでありますが、かといって新東名が開通し、インター

チェンジあるいはスマートインターチェンジができれば、すぐにそ

こが、その地域が発展していくかといえば決してそうではなく、現

在もそういう意味では大きな期待のとおりになっているかといえ

ば、そうではない現状があろうかと思います。そのような中でここ

最近、山本議員の所にも多くの進出企業の希望・調査等があるとい

うことは、常々伺っておりますし、また産業課の企業誘致の担当者

のところにも、企業あるいは業者が訪問して情報収集をしていると

いうことも報告を受けております。その背景には、やはり働き方改

革、一つは働き方改革で多くの、例えば運送業でいえば多くのドラ

イバーを抱え、雇用をしなければいけない。あるいは長距離の輸送

のために、中継点が必要になるといったような背景があろうかと思

います。これまでも用地の相談があったものについて、他の地域に

それが建設されたというようなこともございましたが、そういう意

味で、だんだん全国的に良い用地、利便性の高い用地というものが

限られてきているのではないかというようなことも感じます。その

ような中で、森掛川インター周辺等、多くの情報収集があるわけで

すが、そのような進出を希望される企業の要望に対して、行政とし

てできる限りのことを取り組んでまいりたいと考えております。先

ほども農地や山林の有効活用というお話がございました。地権者の
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皆さん、耕作者の皆さんにそういう希望があるならば、そういう点

も踏まえて、従来の平らなところだけでなく、あえて山林を開拓し

ての誘致ということも積極的に考えて、それらに伴う課題解決に向

けて、行政としてできることを取り組んでまいりたいと考えており

ます。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）12番、山本俊康君。

12番議員 （ 山 本 俊 康 君 ）それから、答弁をいただきました過去を振

り返ってという中で、マニフェスト等々お話をいただいた中ですが、

その中で以前町長も選挙に出る折に「遠州の小京都・森町まるごと

『心和らぐまち』へ」というタイトルでお聞きをしたこともありま

す。今回この答弁の中で遠州の小京都について少し触れておられな

かったと思うわけですが、やはりこの遠州の小京都、観光そして歴

史文化、非常に素晴らしいこの森町でございますので、是非やはり

こういったことも、遠州の小京都対策としてしっかり取り組んでい

ただきたいわけですが、何か反省点、評価として何かあったらお教

えをいただけたらと思いますが。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）町長、太田康雄君。

町 長 （ 太 田 康 雄 君 ）遠州の小京都森町のまちづくりについての

ご質問をいただきました。この遠州の小京都森町のまちづくりとい

うものは、なかなか具体的に目に見えて現れてくる効果的な政策が

少ないものというように感じております。これまでの取り組みの中

で、先ほど申し上げた中ではあまり触れてはおりませんでしたが、

森町のＰＲをする際に、やはり一言で表すのに遠州の小京都森町と

いうのは非常に森町の特色を端的に表した言葉であると思っており

ます。ですので、例えば「遠州の小京都森町」と杭迫先生の筆によ

る文字を背中に染め抜いた法被を作成して、東京都江東区での区民

まつりでそれを着用して、観光ＰＲ、特産品のＰＲ、販売に努めて

いるとか、あるいは今年のもりもり２万人まつり＆農協祭で、コラ

ボ商品として販売をさせていただいた、遠州の小京都森町をイメー

ジしたブランド商品の製作販売というようなことも行なっておりま
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す。ただ、マニフェストに掲げた政策の中で、街中に観光拠点を作

るというものも掲げておりましたが、これは実はまだ検討中でござ

います。実現には至っていないものでございます。その理由といい

ますのも、ただいま立地適正化計画の策定も行なっております。ま

た、今議会でお認めをいただいた周智高跡地の購入等々も絡めて、

周智高跡地の活用、あるいは建物の活用等も絡めながら、街中の拠

点づくりに進めていきたいと思っております。ただ、これからの事

業、施策を進めていく上で、答弁の中でも申し上げましたが、ただ

行政だけでやるということも限りがありますので、そこに民間活力、

企業の参画を図っていくということも加えながら、今後の事業展開

に進めてまいりたいと思っております。また、多様な観光拠点、観

光誘客の拠点ということも申し上げましたが、これらについても、

直接遠州の小京都森町に、直接的につながるものではないかもしれ

ませんが、しかし、森町を表現するときに、やはり遠州の小京都が

前面に出てまいって、そしてその背景として、遠州の小京都森町と

いう歴史伝統文化というものがございますので、目に見える面、目

に見えない面も含めて、遠州の小京都のまちづくりを、今後も努め

てまいりたいと考えております。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）12番、山本俊康君。

12番議員 （ 山 本 俊 康 君 ）１期４年のいろんな評価等々でお聞きをさ

せていただいた、先ほど町長の方も１期４年でしっかりと足場を固

めたと。次の任期には、夢のある大胆な施策を、力強くアクセルを

踏みながら展開をしたいということでございます。私も大いに期待

をしていきたいと思っております。そんな中で町長が就任されて、

第９次総合計画が立てられたわけですが、これも今、10年というよ

うなことで着々と進んでおると思いますが、だいぶ経済情勢、それ

から地球温暖化で環境も大きく変わってきてしまっているという中

で、私はその９次総合計画の中でもさっき６つほど挙げられており

ましたが、その中でも、やっぱり安心安全を町民に謳っているとい

うことは非常に重要だと思っております。災害に強い森町。今年も
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全国各地で大変な事態が起きたわけですが、おかげでこの森町とい

うのは、立地条件的に奥の方に大きな山を背負っていないがために、

雨がここに、そういうふうなこともあるのかなと思うわけですが、

やっぱりそうした立地条件も味方につけて安心安全もこれから先

も、作っていくということが必要だろうと思いますし、産業の振興

によって活気ある、先ほど町長も言われましたが、活力あるものを

作っていくためには、やっぱり企業の誘致も必要だし産業の振興も

必要だろうと。そして、財政が安定するということが重要であると

私も思います。そういうことで、来期に向けて取り組みをされると

いう力強いお言葉をいただきましたので、今の点について少し触れ

ながら、最後に次期へ向けて少しお話をいただけたらと思います。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）町長、太田康雄君。

町 長 （ 太 田 康 雄 君 ）非常にめまぐるしい社会情勢の変化の中、

また、自然環境もめまぐるしく変わってきているという中で、どの

ように町民の安心安全を確保し、森町の活力を増大させていくのか

というご質問かと思います。確かに特に災害について、ここ数年と

いいますか、昨年９月末の台風24号で、森町としては初めて避難所

を開設し、避難準備・高齢者等避難開始情報を発令をさせていただ

きました。また、今年の台風19号では、そうした昨年の台風24号の

反省も踏まえ、早めの避難を促すために、早めの避難所開設を決定

し、町民の皆さんにお知らせをさせていただきました。そのように、

今まで数年に一度、あるいは十数年に一度であった大型の台風が毎

年襲来してもおかしくないという状況でございます。これまでどち

らかというと地震に対する備えということで、防災減災に取り組ん

でまいりましたけれども、これからは台風、風水害に対する備えと

いうことも非常に、今まで以上に力を入れていかなければいけない

と思っております。その防災減災に対する備えと、災害対策という

ものをハードで行おうとすれば、これはなかなかお金もかかります

し、また、時間、年数もかかります。これまでにも森町におきまし

ては、県による太田川ダムの建設等によりハード整備が進められて
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きており、その恩恵は現在防災という面で十分に受けているものと

思っております。そういったハードによる防災減災だけでなく、ソ

フトの面での防災減災が非常に重要になってきていると思っており

ます。それはまさに自助共助というところがまず第一歩であると思

います。まずは、自分の身は自分で守るというそういう自助の意識

を町民の皆さんに持っていただくように、町としても啓発に取り組

んでまいりたいと考えております。また、９月、12月にそれぞれ防

災訓練を行っておりますが、これも町は町として、災害対策本部の

立ち上げ訓練、あるいは災害情報の分析訓練等を行っているわけで

ありますが、これが単に町、自主防それぞれが単独で行っているよ

うな状況もございますので、そのような点をこれから改善をし、町

とそれぞれの自主防災会が一体となった、地域が一体となった防災

訓練の実施というものにつなげてまいりたいと思っております。防

災資機材の購入についても、それぞれの自主防の希望を伺って、そ

れぞれの自主防で必要なものを購入していただくという補助制度も

開始しましたので、そういったことも周知をしながら、まずは、い

ざという時に機能するような防災訓練、具体的な防災訓練の実施に

ついて進めてまいりたいと思っております。それについては当然、

町民の皆さまにもそのことを啓発し意識を高めていかなければいけ

ないと思っております。ですので、行政だけでなく町をあげて、安

心安全な町をつくるという意識を高め、進めてまいりたいと思って

おります。そしてそのことは防災だけでなく、防犯にもつながって

いくと思いますし、そういった安心安全な町ということは、森町は

安心安全な町であるということは、周囲の皆さんにとってもＰＲで

きることでありますし、住む場所として、あるいは企業として経営

をする場所としても、そういう面でアピールできるのではないかと

思いますので、そういった面からも安心安全を進めてまいりたいと

思っております。

また、もう一つは森町病院の経営でございます。国の、厚労省の

方で合併再編が必要な自治体、公立、公営的な病院ということで、
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そのリストの中に森町病院もあげられたわけでありますが、しかし、

森町病院は、そういった森町病院の弱点、今後の経営の難しさとい

うものをいち早く捉えておりまして、いち早く、この中東遠地域に

おいて医療連携・機能分化ということで、この森町病院単独ではな

く、中東遠という大きな区域の中で、適切な医療を提供するという

取り組みを、全国に先駆けて先進的に取り組んできておりますので、

そのことは当然、厚労省も、県も理解をしていることでございます

ので、先日厚労省から、あのような形で森町病院の名前が公表され

ましたが、私は、今の森町病院の取り組みは決して間違っていない

と思っておりますし、そういった方向性でこれからも取り組んでい

くことで、この地域で必要な医療を提供することができると考えて

おります。ですので、森町病院に対しましては、町民、また町民の

みならず周辺市の住民のためにも、その安心安全のためにも引き続

き支援をしてまいりたいと考えております。

先ほど、山本議員の方から、全国に1,718の自治体があり、それ

ぞれに、中には非常に特色のある、思い切った政策に取り組んでい

るところもある。しかし大部分は、なかなか思うようにはいかない

というお話がございました。私もそのとおりだと思います。では森

町が、思い切った施策が行えるだけの財政的な体力、あるいは組織

的な体力があるかといえば、決してそうではないということは、議

員の皆さま方もご理解をいただいているところでございます。です

ので、首長が掲げる政策というものはもちろん大きな夢を掲げるこ

とも大事なことでありますけれども、その中でしっかりと町の現在

の財政、また、長期的な財政も見据えながら取り組んでいかなけれ

ば、町を窮地に追い込むようなことにもなりかねないと考えており

ますので、その辺が真面目すぎると言われるかもしれませんが、や

はり私としては、夢のある政策に取り組んでまいりたいということ

は山々でございますが、それではそれをどのように実現をしていく

かという裏付けもなければ、具体的に申し上げることはできません

ので、今、この段階で構想はありますが、議場で発言をするという
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ことの重みは十分に感じておりますので、あまり具体的な大きなこ

とは申し上げられませんが、先ほども触れましたように、森町が、

森町の行政が単独で事業を企画し、立案し、進めていくだけでなく、

やはり民間活力、企業の参画アイディアもいただきながら、あるい

はその財政力もいただきながら、共に取り組んでいくということを、

今後ますます必要になってこようかと思います。そういった意味で、

それは新たな事業もそうでありますし、現在取り組んでおります事

業についてもそのように考えておりますので、これまで、この４年

間の間でいろいろな人脈もできましたので、そういった人脈も活か

しながら、民間活力を活用した、思い切った施策というものも、今

後、提案をさせていただきたいと思いますので、提案をさせていた

だくのは首長の仕事でありますが、議会の皆さまにご承認いただけ

なければ何も出来ませんので、そこは議員の皆さま方とも、意見交

換をしながら進めてまいりたいと思っております。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）しばらく休憩します。再開を11時とします。

（ 午前１０時５０分 ～ 午前１１時００分 休憩 ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）会議を再開します。

次に、１番、岡戸章夫君。

１番議員 （ 岡 戸 章 夫 君 ）１番、岡戸章夫でございます。通告のとお

り、２件の質問をさせていただきます。

一つ目は「森町の情報発信の現状について」、二つ目は「廃校と

なる小中学校の跡地活用を検討し、進めるプロジェクトチーム立ち

上げを」でございます。

まず、「森町の情報発信の現状について」ですが、第９次森町総

合計画の柱として「活力と情報発信」が掲げられており、情報発信

量は増えていると思いますが、まだまだと感じています。単に情報

発信しても相手に伝わらなければ意味がないので、いかに相手に伝

えるのかの工夫が不足していると感じています。また、情報を発信

した後、それがどのような効果があったのか検証があり、はじめて

情報発信の意味があると考えますが、現状についてどうか伺います。
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具体的に申しますと、①各課から新たな情報（例えば検討会を行

った議事録等）をホームページ上に更新しても多くの人は知りませ

ん。ホームページ上の新着欄や同報無線などで二重三重にも知らせ

る必要を感じるがどうでしょうか。

②ＴＶや新聞などのマスコミ等で森町の記事を多く取りあげてく

れていますが、掲載結果（例えば内容や件数等）を記録し、次の戦

略等に活用しているかどうか。

③ホームページやＳＮＳ等のアクセス数を日々または月間等でチ

ェックし、そのデータを活用しているか。

④現在の情報発信について、アンケート等で町民の声を聞く機会

を設けたらどうか。

⑤防災情報は住民の命や財産に直結するものであり、発信するタ

イミングや質（内容）、量が非常に重要である。その基準は明確に

なっているか。また、現在住民の期待に応えられていると思うか。

以上の５項目です。

次に、二つ目の質問は「廃校となる小中学校の跡地活用を検討し、

進めるプロジェクトチーム立ち上げを」についてです。

泉陽中学校、三倉小学校、天方小学校が順次廃校となっていく予

定ですが、校舎等も含めた跡地を有効に活用することが求められま

す。ネガティブに捉えるのではなく、今後の森町の発展や、住民の

よりよいサービスに繋がるチャンスでもあります。跡地活用につい

ては、昨年12月議会にて、 筋議員より一般質問がされており、そ

の際には、町内で検討委員会を立ち上げ、情報共有をし、かつ地域

住民の声を聞きながら進めていきたいとの答弁がありましたが、時

期的なものはまだ示されておりませんでした。そこから１年が過ぎ、

そろそろ住民からも、跡地をこうしたらどうか等の声もあがってき

つつあります。役場内でも、こう活用したいとお考えの課もあるで

しょうし、そのような中、いろいろな思惑がある中、憶測が独り歩

きすることも懸念されます。また企業や団体等に活用を提案するに

しても、住民の意見や意向も必要です。このようなことから、きち
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んとプロセスを踏んですみやかに検討し、進める組織を早期に立ち

上げる必要があると考えますが、当局の考えや計画を伺います。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）町長、太田康雄君。

町 長 （ 太 田 康 雄 君 ）岡戸議員のご質問にお答えいたします。

始めに、「森町の情報発信の現状について」申し上げます。

誰員ご案内のとおり、第９次森町総合計画の基本の柱３に「活力

・情報発信」を掲げ、「交流が盛んでにぎわうまち」を目指し、「町

の魅力や情報を広く効果的に発信するまちをつくる」の基本方向の

もと、現在、情報発信に積極的に取り組んでおります。そこで、議

員から「伝え方の工夫が不足していると感じる。」「情報発信後の

効果検証により、情報発信の意味があると考えている。」というご

指摘をいただきましたので、ご質問の各項目について現状をお答え

させていただきます。

１点目の「各課から新たな情報（例えば検討会の議事録等）をホ

ームページ上に更新しても多くの人は知らない。ホームページ上の

新着欄や同報無線などで二重三重にも知らせる必要性を感じるがど

うか。」についてでございますが、現在、各課からの情報発信は、

音声による情報は同報無線で、文字による情報は「ちゃっとメール」

で、それらの補完をホームページで行っております。

「ホームページ上の新着欄や同報無線などで二重三重にも知らせ

る必要を感じる」とのご意見でございますが、住民の皆さまが求め

ている情報は、多種多様でそれぞれであると思われますが、新しい

情報についてはその内容や重要度により、ホームページ上に新着欄

表示をさせていただいております。

また、同報無線（防災行政無線）につきましては、町民の生命、

身体、財産に恐れがある場合や、緊急性や重要性が高い情報を伝達

するための手段であり、非常時に伝達手段の機能確保を図るために、

試験放送として定時放送を１日２回行っておりますので、この回数

を増やすことは難しいと考えております。

町としましては、町民のニーズに応じた情報提供が可能な手段と
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して「ちゃっとメール」が有効であると考えておりますので、今後

も「ちゃっとメール」を活用した情報発信に努めてまいりたいと考

えております。

２点目の「ＴＶや新聞などのマスコミ等で森町の記事を多く取り

あげてくれているが、掲載結果（内容や件数等）を記録し、次の戦

略等に活用しているか。」についてでございますが、ＴＶにつきま

しては、町を経由せず、直接の取材や報道を行うことが多いため、

町では把握ができておりません。

新聞の掲載につきましては、企画財政課広報統計係で静岡新聞と

中日新聞の２紙のスクラップを毎日行っております。町内記事のみ

ばかりではなく、県内の先進的な取り組みや関連する事業があれば

関係各課にコピーを提供し、業務の参考にしております。

新聞の掲載件数につきましては、直近の11月では、治郎柿原木収

穫感謝祭、もりもり２万人まつり＆農協祭、町並みと蔵展など、大

きなイベントを中心に延べ14件が掲載されました。報道機関への取

材依頼と掲載依頼を合わせますと、掲載件数の倍以上の情報提供を

新聞社に提供しておりますが、紙面の都合上、一部しか掲載できて

いないのが現状でございます。今後は、報道機関への情報提供の方

法について、記者が情報を収集しやすいようヒアリング等を行い、

記者目線での情報提供の方法に改善していくことを検討してまいり

たいと考えております。

３点目の「ホームページやＳＮＳ等のアクセス数を日々または月

間でチェックし、そのデータを活用しているか。」についてでござ

いますが、ホームページにつきましては、今年３月にリニューアル

を行っております。ホームページリニューアル後は、月平均11,700

件のアクセス数があり、直近では11月のアクセス数が14,400件ほど

となっております。11月はイベントも多くホームページへのアクセ

ス数が増えたものと思われます。ホームページにおけるデータの活

用につきましては、職員による随時の確認となるため、専門的な活

用は行っておりません。
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ＳＮＳにつきましては、特徴的なものとして町の若手女性職員で

構成する「森女ＨＡＰＰＹプロジェクト」が、平成30年８月からイ

ンスタグラムによる情報発信を始めております。若い女性の目線で

町内のかわいいもの、色鮮やかできれいなもの、その時期の旬なも

のを積極的に投稿するとともに、通常の投稿に加えストーリー機能

を活用することで、フォロワー数の増加につなげているところです。

また、これまで２回のフォトコンテストを開催し、１回目のフォ

トコンテストではフォロワー数が288から616へ増加し、２回目のフ

ォトコンテストでは810から901へと増加しており、町内外多くの方

から関心をいただいております。さらに、データの活用ということ

で申し上げますと、インスタグラムの機能の一部であるインサイト

を活用し、これまでの投稿の様々な情報を確認し、閲覧数の多い投

稿について傾向を分析した上で、どのような写真を投稿すれば閲覧

数が伸びるのか研究し、投稿に反映させております。

４点目の「現在の情報発信について、アンケート等町民の声を聞

く機会を設けたらどうか。」についてでございますが、町民の声を

聞く機会としては、森町を語る会の開催、町内会からの要望書の提

出、パブリックコメント、メール等による投書、インスタグラムヘ

の感想や評価など多岐にわたっております。

また、各地区に広報モニターをおき、年２回アンケート調査を実

施することで、広報もりまちについての意見や要望、身近な話題な

どの情報提供、町政に関する住民の意見や要望についても報告を行

っていただいております。

町民からいただいた貴重なご意見、ご要望については、関係各課

等で情報を共有するとともに、必要性や状況等に応じて個別対応を

しております。

これらのことから、町では、常に様々な場を通じて、町民の声を

聞く機会を確保しているところであり、現在、これらに加えて、町

民に対して、情報発信についてのアンケートを実施することは考え

ておりませんが、引き続き、より効果的に、町民の声を聞く機会の



- 34 -

確保に向けて検討してまいりたいと考えております。

５点目の「防災情報は住民の命や財産に直結するものであり、発

信するタイミングや質（内容）、量が非常に重要である。その基準

は明確になっているか。また、現在住民の期待に応えられていると

思うか。」についてでございますが、議員ご案内のとおり、避難勧

告等の防災情報は生命にかかわる情報として、発信する町としても

重要な責任を伴うものと認識しております。

災害対策基本法において、市町村は、「基礎的な地方公共団体と

して、当該市町村の住民の生命、身体及び財産を災害から保護する

ため、当該市町村の地域に係る防災に関する計画を作成し、実施す

る責務を有する」とされております。

当町では、昭和63年に一般対策編と地震対策編からなる森町地域

防災計画を策定して以来、国や県レベルの災害対応方針の改正等を

受け、毎年修正を行い、平成24年度には原子力災害対策編を追加す

るなどして現在に至っております。

この計画の資料編の中に「避難勧告等の判断・伝達マニュアル」

が含まれており、様々な気象情報や異常現象に応じて、町がどのよ

うに対応し、どのタイミングでどんな避難情報を発信するのかとい

った基準が定められています。この中には情報伝達手段のほか広報

例文も記されておりますので、避難情報を発信する際には、これに

基づき、危機の状況に応じて町民の皆さまに求められる避難行動を

お伝えする運用を行っております。

近年は地震だけでなく、日本各地で大型の台風等による風水害も

多く発生しており、町では危険の接近がある程度事前に予測できる

場合には、避難情報にいたる以前の段階で注意喚起や避難所開設の

事前予告等も実施しております。

町といたしましては、ハザードマップや防災ガイドブックなどを

作成・配布するとともに、防災訓練のほか、要望に応じて防災講座

などを実施し、日ごろから防災教育に取り組んでおります。

有事の際には注意喚起や避難勧告等の防災情報を発信するわけで
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すが、避難勧告等には強制力はないため、どこに・いつどのように

避難するかという最終判断は、町民の皆さまが自ら行っていただく

こととなります。また、行政も突発的な災害に対して、事前の情報

提供が十分にできない可能性も否めません。町民の皆さまには、常

日頃から防災を意識していただき、家族の避難場所、そこへ避難す

るための安全なルート等について再確認していただくとともに、同

報無線や町の「ちゃっとメール」、県の防災アプリなど様々な手段

で防災情報を入手できる様ご用意いただき、その瞬間に命を守る最

善の方法を自ら判断するためのご準備をお願いいたします。

また、「住民の期待に応えられているか」というご質問について

は、万人それぞれに価値観がございますので回答は難しいわけでご

ざいますが、町といたしましては、定められた基準や手順に基づき、

適切な情報の提供に努めているところでありますので、ご理解をい

ただきたいと思います。

次に「廃校となる小中学校の跡地活用を検討し、進めるプロジェ

クトチーム立ち上げを」について申し上げます。

学校跡地利用につきましては、平成30年12月議会におきまして、

筋議員からご質問をいただき、回答をさせていただいております

ので、その時の答弁を踏まえお答えいたします。

議員ご案内のとおり、令和２年４月に泉陽中学校を森中学校に統

合するため、現在、学校統合準備会において、準備を進めておりま

す。併せて、令和３年４月に三倉小学校及び天方小学校を森小学校

へ統合することを目指し、課題の整理等、現段階でできる準備を進

めているところでございます。

さて、ご質問の「学校統合に伴う学校跡地の有効活用」でござい

ますが、対象となる３つの学校とも美しい自然環境に恵まれた施設

であり、校舎や体育館については地震の揺れに対しての耐震性も備

えております。また、学校施設には校舎や体育館のほか、プール、

運動場といった様々な施設がございますので、それぞれの施設にあ

った利活用の方法を検討する必要がございます。さらに、利活用の
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用途によっては、学校という元々の建築物の構造から大規模改修が

必要な場合や老朽化部分の修繕など、多額の費用が必要となる場合

もありますので、災害時の安全面を考慮した上で、利活用が可能な

施設と不可能な施設を整理していく必要があると考えております。

ご質問の「早期に組織を立ち上げる必要がある」とのご意見でご

ざいますが、町といたしましては、跡地における長期的かつ有効な

活用方法を、様々な方向から総合的に検討するため、泉陽中学校だ

けではなく、三倉小学校、天方小学校を含め３つの学校跡地を同時

に検討していくことが有効であると考えております。

また、検討を開始する時期でございますが、小学校の統廃合に関

する条例改正の提案を予定している来年の６月議会を目途に、進め

て行く計画でおります。また、組織を立ち上げる前に地域住民、地

域団体から幅広く意見要望を伺う機会を設け、跡地利用に地域の意

思が反映されるよう努めてまいります。その後に町職員、地域住民

の代表、地域団体の代表等を含めた利活用検討委員会を立ち上げ、

地域の皆さまと共に取り組んで行けるよう準備を進めてまいりたい

と考えております。

議員ご提案のように、町としましても、跡地利用の検討は、重要

な課題であると認識しております。しかしながら、現段階におきま

しては、学校統合に伴って生じる課題を最優先に考え、課題解決に

向けて誠心誠意、努力してまいりますのでご理解をいただきますよ

う、お願い申し上げます。

以上、現段階における跡地利用の取り組みについて申し上げまし

たが、学校の統合を一つの契機として、跡地利用が地域の活性化に

寄与し、新たな拠点とできるように、進めてまいりたいと考えてお

ります。

以上、申し上げまして答弁といたします。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）１番、岡戸章夫君。

１番議員 （ 岡 戸 章 夫 君 ）今ご答弁ありがとうございました。それで

は一つ一つ再質問をさせていただきたいと思います。まず情報発信
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についてですけれども、一番目新たな情報が発信してホームページ

上に掲載されます。それを、私の感覚では、なかなかまだまだ、い

つそれがホームページにアップされたか、そういった情報がないの

ではないかと感じているところです。私も時々ホームページはチェ

ックさせていただいているのですけれども、こういった議事録とか

あったんだというふうに気がつくところが多いわけです。それは私

のちょっと気が付いてなくてそう感じるのかもしれませんけれど

も、そういった意味でこの質問をさせていただきましたけれども、

そうしますと先ほどの答弁の中で、一応ホームページ上にアップし

た時には必ず何かしらの手段で、各課の方がホームページにアップ

しましたというような発信はされているのでしょうか。それとも中

には、ホームページ上にアップしても、そういう例えばちゃっとメ

ールとかまでは情報発信してないのか、その辺のところはどうでし

ょうか。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）村松総務課長。

総務課長 （ 村 松 成 弘 君 ）総務課長です。ただいまの岡戸議員のご質

問にお答えをいたします。ホームページにアップをする際には、そ

れぞれ担当課におきまして必要な情報をアップをしているところで

ございますけども、ホームページにアップしたというものを通知す

るということは、現在しておりませんので、それぞれ、ホームペー

ジをご確認していただいて、そこで新着情報、一番のトップ画面に

出ておりますので、それで確認をしていただくということになって

おります。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）１番、岡戸章夫君。

１番議員 （ 岡 戸 章 夫 君 ）ホームページ上にアップしたら必ず新着情

報のところには、掲載されるような手順にはなっておるということ

でよろしいでしょうか。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）村松総務課長。

総務課長 （ 村 松 成 弘 君 ）ホームページにアップする際には、新着情

報としてアップするかどうかという機能がついておりますので、そ
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こについては、その重要性等を鑑みて、重要である場合については、

新着情報としてアップするところにチェック機能をいれるかどうか

というところについては、それぞれの情報発信者の考えでチェック

を入れるかどうかというところになっております。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）１番、岡戸章夫君。

１番議員 （ 岡 戸 章 夫 君 ）各課の、そこは裁量でということだと思い

ます。ですけれどもここは是非新着情報の所にアップしていただけ

るようにお願いしたいと思います。せっかくホームページ上にアッ

プするというのは、見てほしいからアップするというわけですので、

それをあえていいかなというような判断は少しもったいないかな

と。もちろん見せて、全然胸を張って見せられる情報をアップして

いると思いますので、そこは新着情報のところにリンクしていただ

ければと思います。確かにあまり情報が、頻度が高いと常に新着情

報のところに項目増えていって、どんどん見る前に新着情報が、優

先順位が下がってしまうというところがあると思うのですけれど

も、ただそれほど多く、各課で毎日アップされているとは思わない

ので、そこら辺今話しましたように新着情報の方へ、リンクしてい

ただくようにそこはお願いしたいと思います。回答すぐには出せな

いかとは思いますけれども、そこを一つお願いしておきます。

次に、テレビや新聞等のマスコミ等の記事、最近非常にやっぱり

多いです。昨日も柿ワインの発表会がありまして、新聞社、それか

らテレビ局の方からも、３社ほど取材に来ていただいて、夕方の情

報番組等で紹介させていただいたとおりです。そう言っている今日

もテレビ局が２社、入っていただいて、取材などもしていただきま

したけれども、そういったことで、町民としてはそういう新聞記事

であれ、テレビ記事であれ、森町のことが紹介されると非常にやっ

ぱり嬉しいものです。これからもどんどんそういったところで情報

発信は、積極的にお願いしたいのですけれども、ただ、町民として

は嬉しいねという感じなのですけれども、役場としては、町として

は、あり方としてはもう一歩踏み込んでそういった情報を活用する
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という視点を持っていただきたいと思ってこの質問をさせていただ

きました。というのは、例えばですけれども、新聞記事でもこの辺

ですと中日新聞さん静岡新聞さんが主ですけれども、最近例えばで

すけども中日新聞さん非常に記事をアップしてくれている。それと

か静岡新聞さんはちょっと最近少ないとか、それとか静岡新聞さん

は例えば、食べ物に関する記事が多いとか、そういった日々のあげ

ていただいている情報を集約して、じゃあ例えば、中日新聞さんち

ょっと食べ物の記事が少ないので、中日新聞さんには少し食べ物の

関係をアプローチしてみようかとか、テレビ局であれば例えばＳＢ

Ｓさんは非常に取り上げてくれるけど、じゃあ他のテレビ局さんに

も、ちょっと少ないところはアプローチしてみようかとかそういっ

た発信を記録して、データ化してそれをさらに今後のプロモーショ

ンに結びつけていただきたいということで質問させていただいてま

すので、そういった今後の記事等発信量を、行政の中でより積極的

に活用していただけるかどうか、少しお伺いします。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）佐藤企画財政課長。

企画財政 （ 佐 藤 嘉 彦 君 ）企画財政課長です。ただいまのご質問に回

課 長 答いたします。まずテレビの関係についてですが、これにつきまし

ては、先ほど町長答弁もありましたとおり、なかなか全ての放送を

把握するということが、ちょっと難しいということが考えられるわ

けでありますけども、テレビ放送の持つ影響力の高さといったもの

をやはり考えますと、テレビ放送の実績の把握というものにつきま

しては、他市町等の取り組みも参考にしつつ、これから研究をして

いきたいと考えているところであります。

それから新聞の記事についてということでございますけれども、

私どもの課の方でそれぞれ、日々新聞を、目を通しまして、関連記

事等スクラップでもって整理をして、傾向的なもの、どういったも

のが主に掲載をしていただけるのかと、そういったところは感覚的

には持っているというところでありますけれども、それを具体的に、

戦略的に情報発信に活用していくというところまでは、まだ至って
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いないということでございますので、これからは、例えば新聞記者

の方に直接ヒアリングと言いますか、お話を聞かせていただきまし

て、どういった情報の提供の仕方をしたら、記者の方に記事として

拾っていただけるようになるのかといったことを率直にヒアリング

をさせていただきまして、例えば、こうこうこういう工夫をしたら

どうですかと、そういったようなアドバイスをいただく。記者目線

でどういう情報を流したら拾っていただけるのかといったところを

少し研究をさせていただきたいと考えております。もちろん人間同

士の付き合いというのもありますし、またそれぞれの役割の中で、

様々な事業を通して関わっていくという機会、これをさらに増やし

ていくということで、より多く記事の拾われ方をするということも

あるのではないのかと考えているところでありますので、記者の皆

さん方との連携も含めて、情報のあり方といったものを意識して、

より広く扱って、拾っていただけるような環境作りに今後努めてい

きたいと考えております。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）１番、岡戸章夫君。

１番議員 （ 岡 戸 章 夫 君 ）この情報発信について、第９次森町総合計

画の柱に入れていただきましたけれども、振り返ってみますと私、

議員になる前にこのまちづくりの検討委員会のメンバーに加わらせ

ていただいて、メンバーの皆さんと当時は企画財政課長でありまし

た長野課長さんとも、一緒に結構厳しい白熱した討議をさせていた

だいたことを覚えております。そういった意味でこの情報発信とい

う柱を入れていただいたのは非常にありがたいと思って、今、実際

に活用がされるにあたって、先ほどの町長のこれまでの取り組みの

中でもありましたように、情報発信が、非常に少しずつではあるけ

れども、効いてきているのではないかと思っております。

それで、その中で一つだけちょっと懸念することがありまして、

６月の一般質問で中根幸男議員の方から、不審者情報などをちゃっ

とメールでもう少し流したらどうかというような質問があった時

に、町長の答弁の中に、あまり情報過多になっても適切に伝わらな
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いのではとの懸念があるというような表現をされておりました。あ

まりいろんな情報があると、かえって受け取る方が混乱して、本当

の大事な情報が見過ごしてしまうといったことで言われたかと思う

のですけれども、これについては、ちょっとどうかなと私は思いま

す。発信する側が、受け取る側が、最近の言葉で言うと忖度をして

肝心な情報を控えてしまうというのは少しどうかと思っておりま

す。発信する側はやはり必要と思われれば、どんどん発信していく

べきではないかと思っております。この辺についてはいかがでしょ

うか。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）村松総務課長。

総務課長 （ 村 松 成 弘 君 ）総務課長です。ただいまの岡戸議員のご質

問でございますけども、不審者情報につきましては、この森町のち

ゃっとメールではなくて、県警の方のエスピーくんというようなと

ころの情報発信をするところで情報発信をしておりますので、あえ

てこちらのちゃっとメールで情報発信とするよりは、エスピーくん、

県警の方で発表する情報から得ていただければと思っております。

以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）１番、岡戸章夫君。

１番議員 （ 岡 戸 章 夫 君 ）そうしますと、そういったものは登録しな

いと使えないと思うのですけれども、ちゃっとメールももちろんそ

うなのですけども、そういったところの啓発をですね、今一度して

いただいて、本来せっかく発信していても受け手がそれを受け入れ

られる環境を作っておかないと、情報を受け取れなかった、で、結

果的に本来極端な話、助かる命が、それを聞いていれば助かるよう

な命がなかったこともないように、そういったところの啓発を一つ

お願いしたいと思います。

それともう一つ、災害時の情報発信についてですけれども、今年

も台風の接近がありました。10月11日から12日あたりで台風19号が

接近したわけですけれども、この近辺で、例えばホームページにア

クセス数がどう変化があったのか、もしお手元にデータ等ありまし
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たら少し教えてください。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）村松総務課長。

総務課長 （ 村 松 成 弘 君 ）総務課長です。ただいまの議員のご質問で

ございますけども、台風19号到来前後のホームページの閲覧者数と

いうことのご質問でございますけども、台風の静岡県上陸が10月12

日でございますので、その前後の閲覧数を申し上げさせていただき

ますと、２日前の10月10日が2,128、それから10月11日が2,550、上

陸した12日は5,286、それから翌13日が1,187となっております。以

上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）１番、岡戸章夫君。

１番議員 （ 岡 戸 章 夫 君 ）やはりこの台風接近等、あらかじめ地震と

は違ってある程度予測できる災害に関しては、マスコミ等でもいろ

んな情報が流れておりますので、住民の関心も非常に高いと思いま

す。それで、今ホームページへのアクセスを教えていただきました

けれども、やはりこの12日、台風上陸の当日にはもう倍近く、アク

セス数が多い。それだけやはり、森町のホームページにそういった

台風情報が出ているのか、例えば避難準備とか、避難勧告の状態は

どうかとか、そういったことでアクセスしてきている人が多いので

はないかと思います。もちろん町内の方だけでなく、例えば他県と

か、遠く東京とか離れていて森町にご家族がいる方なども、森町の

状況を心配してこういったホームページを見るというケースもあろ

うかと思います。これを見ますとやはり町が発信する重要性という

のが、データからも分かるかと思います。先ほど最初の町長の答弁

にありましたけれども、地域防災計画の中のマニュアルに沿って情

報の発信は適切にされているということでありました。ただその中

で、やはり周辺の例えば袋井市とか浜松市とか比べてみますと、私

もそういう時にはいろいろ各市町の情報発信の様子を見比べていま

すけれども、割と早めにその避難準備とか避難勧告とかそういう情

報の前に、台風が接近しているので注意してくださいというような、

注意喚起の情報が早めに発信されている市町が多いです。そういっ
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たことを見比べますと、森町は少しそういったところがちょっと不

親切だというような声も住民の方からありますので、その辺の情報

の発信の仕方について、どう考えておられるのかお聞かせください。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）小島防災監。

防 災 監 （ 小 島 行 雄 君 ）防災監です。この度の台風19号の時の広報

ということで、詳細な説明をさせていただきたいと思います。10月

10日、台風接近２日前ですが、19時30分で、10月11日７時15分に同

報無線ということで定時放送をさせていただきました。これについ

ては台風接近の注意喚起ということで非常持ち出しとか、外出を控

えるようにというような内容と、台風の情報をお知らせしたところ

であります。その後に、同記内容をちゃっとメールとか、ホームペ

ージでも載せさせていただきました。10月11日、台風接近の前日、

同報無線では、19時30分の同報無線の定時放送におきまして、台風

接近により10月12日土曜日、朝８時に避難所開設予定ということで、

広報させていただきました。また同じように、その時には食べ物や

寝具等を持ってきていただけるようにお願いしたところでありま

す。その後、12日、台風上陸の時ですが、同報無線でおきまして、

午前８時、警戒レベル３、避難準備・高齢者避難開始の発令をさせ

ていただきました。この度今年の６月からですが、こういう警戒レ

ベルというのを付けて発信するようにと国からの指示がありました

ので、今回からは警戒レベル３ということで付けさせていただきま

して、広報させていただきました。同じような内容をちゃっとメー

ル、ホームページにも掲載させていただきましたので、情報に対し

て漏れのないように対応できたのではないかと思っております。以

上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）１番、岡戸章夫君。

１番議員 （ 岡 戸 章 夫 君 ）私ももちろん、ちゃっとメールを登録させ

ていただいてますので、日々の情報を有効に活用させていただいて

ます。今後とも、特にそういった防災とか災害情報については、住

民目線で的確な情報の発信をお願いしたいと思います。
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次に学校の跡地利用についての件です。再質問の前に少し私も調

べましたので、少し紹介したいと思います。文科省も、この跡地の

活用に関しては、「みんなの廃校」プロジェクトと称して、全国の

廃校施設の情報を集約し、ホームページ上でも公開するとともに、

企業や各種団体等に活用を呼び掛けております。現在登録されてい

る廃校の数は340校あり、その多くが跡地活用に動いており、特に

企業や団体などから活用に期待をし、募集をしていることがうかが

えます。それでは少しプロジェクターをご覧ください。平成14年か

ら平成29年の間に、全国で廃校数が7,583校も発生しております。

毎年約470校が廃校になっているというデータがございます。この

廃校となった学校が、跡地として活用されている実例がだいたい75

パーセントくらいあるそうです。残りの約２割が活用されてないと

いうことで、こういった自治体がこういった文科省のプロジェクト

などを利用しながら、活用に向けて進めているというような、そん

なお話です。ちょっと字が小さくて申し訳ないですけど、ですから

文科省も、公開だけではなく、この廃校活用マッチングイベントと

いうようなものを企画しておりまして、昨年から企画しているとの

ことです。年間３回、東京・大阪・福岡を会場に、廃校を活用した

い自治体と企業のマッチング、つまり紹介を行うというものです。

11月18日に、この廃校活用マッチングイベントというものが大阪

で開かれましたので、私もどんなふうに行われているのか視察して

きました。午後から半日の内容でしたけれども、全国から約90名ほ

どが参加され、そのうちの70名ほどが事業者の方でした。最初に文

科省の担当課長さんから趣旨や現況説明の行政説明があって、次に

実際活用した２県の自治体さんの事例発表があって、その後、廃校

活用を希望する８自治体が各ブースにおりまして、企業さんと面談

をしておりました。この写真は、ちょうど左側が廃校を活用したい

という事業者さんです。右側に座っておられるのが自治体さんの方

たちです。このような、いわば商談のような形でいろんな活動がさ

れておりました。その時に少しいただいてきた、こういった文科省
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が作成しているパンフレットがありますので、またここにいろんな

活用事例等も出ておりますので、また紹介させていただきたいと思

います。

そういった中で、もう一つ見ていただくと、この廃校活用のメリ

ット、今回ここに挙げているのは、事業者とこの活用の事例です。

実際その他には、例えば各町内会とか地域の方が、こういうふうに

活用したいとか、役場の中でも、こういった形で活用、引き続きし

たいとかいうことが、いろんな活用事例はあろうかと思いますけれ

ども、これは一つ事業者と自治体とのやり取りをまとめたものです。

企業からすると、自治体が廃校活用するメリットは何かというと、

初期費用が安価であるということです。もうすでに建物があるわけ

ですから、それから高い宣伝効果ということで、企業としてもこう

いった廃校を使ってますということが一つのアピールポイントにな

るということで、それから使い勝手の良い空間ということは、駐車

場も広いし建物も非常に間仕切りしていて、いろんな使い勝手が良

い空間である。それから地域密着ということで、地域に入っていた

だいて地域の方からも歓迎される、地域にも貢献できるということ

で、企業さんとしてはこういったメリットがあるということです。

それから一方自治体、我々自治体からすると、どういうメリットが

あるかというと、維持費の減少ということで、そういったものを企

業さんが出していただけるということで、維持費の減少、それから

貸与・譲渡による収益化したり、または全面的に譲ったりすること

によって収益が見込まれる、それから雇用の創出ということで、そ

こに企業さんが入ってくれて事業活動が始まれば、地域にとっても

雇用の創出が生まれる、また、今まであまり何もなかったところに

そういう企業さんが入ってくれれば、地域の活性化にもつながると

いうことで、うまくマッチングすると、お互いに良好なｗｉｎ－ｗ

ｉｎの関係が築けるのではないかということで、そのようなことが

企業と自治体の間で廃校をうまく活用できるということが示されて

おります。
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そこで質問ですけれども、先ほど答弁の中で、具体的には来年の

６月あたりにこの検討委員会を立ち上げると言っていいのか、発表

すると言っていいのかというようなお話がありました。その前に住

民の意見を聞く、そして地域の代表とか、関係する方のメンバーで

構成するというお話もありましたけれども、もう少しちょっと私も

聞き漏らしたことがあるかもしれませんので再確認させていただき

ますけれども、この６月の時点ではそういった地域の代表者とか関

係各所の方とかがもう決まっていて、この時に、さらに言うとこの

６月前にはその住民の意見を聞く算段がとられているということで

よろしいのでしょうか。それとも６月に入ってそこから住民の声を

聞いていくのか、ちょっとそこら辺をもう一度教えてください。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）佐藤企画財政課長。

企画財政 （ 佐 藤 嘉 彦 君 ）企画財政課長です。ただいまの質問にお答

課 長 えをいたします。

スケジュールの確認ということでございますが、６月におきまし

て、まずは、役場の庁内に対しての調査、各課ベースでどういった

利用が考えられるかといったことを調査をさせていただきたいと考

えております。

そしてそれと併せて、町民へ、少し意向の把握をさせていただき

たいと考えております。そしてその後に、学校跡地の検討委員会と

いったものを立ち上げていきたいと考えているところです。したが

いましてそれまでに、候補者につきましては併せて、並行して検討

していきたいと考えております。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）１番、岡戸章夫君。

１番議員 （ 岡 戸 章 夫 君 ）スケジュールを確認させていただきました。

いろいろな方が、いろいろな思いを持って、跡地利用については、

関心は持っておられると思うので、この組織を円滑に進めていって

もらいたいと思います。

そうしますと、具体的には、今、企画財政課長が答弁されており

ますので、ここの主管となる課は、企画財政課さんが、主導でやる
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ということでよろしいでしょうか。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）佐藤企画財政課長。

企画財政 （ 佐 藤 嘉 彦 君 ）企画財政課長です。跡地の利活用につきま

課 長 しては、企画財政課が主には進行をさせていただき、あと財産関係

の整理という課題もありますので、そこにつきましては総務課、そ

れから学校教育課といったところもあわせて事務局に入っていただ

きながら、進めさせていただきたいと考えております。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）１番、岡戸章夫君。

１番議員 （ 岡 戸 章 夫 君 ）承知いたしました。これが先ほどから検討

委員会という名前で今、ちょっとやりとりさせていただいてますけ

れども、検討委員会というと、いかにも形式っぽくてちょっと、先

ほど、町長も夢のあるというような言葉を使っておられましたけれ

ども、もう少し何か、未来に向けてこの学校の跡地をうまく使って、

地域、森町の活性化につなげたいという意味で、例えば何とかプロ

ジェクトとか、そういったようなネーミングもちょっと検討してい

ただきたいと思います。

それからまた、これも情報発信にもつながるのですけれども、森

町がこれから、こういった活用をしていくというようなプレスリリ

ースも、どこかでやっぱりやっていただければ、町民も、我々も、

ここから何かやるんだという意識にも持っていけると思いますの

で、その辺について、最後の質問ですけど、お伺いいたします。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）佐藤企画財政課長。

企画財政 （ 佐 藤 嘉 彦 君 ）企画財政課長です。検討委員会という名称

課 長 ではなく、例えば何々プロジェクトというご提案であります。

私どもの方でも、一応全国のこういった、いわゆる検討委員会と

いったものの、組織の要綱であるとか、場合によっては規定である

とか、そういったものを参考情報として持っておりますけれども、

こういったところも名称を参考にさせていただきながら、最終的に

皆さま方にご依頼をする際には、名称の方を固めて、少しお願いし

ていきたいと考えておりますので、それにつきましては貴重なご意
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見ということで伺っておきたいと思います。

それから、今後活用していくときの情報発信をしていくべきだと

いうお話かと思います。これにつきましては、適宜、地域の皆さん

には広報等でお知らせをするとともに、町外、あるいは県外に向か

って、情報発信なども併せてしていく方法について考えながら、情

報発信と、まだ非常に大事ということでありますし、これが、情報

発信することで地域の皆さんと一緒に、やはり取り組んでいくとい

う、そういった意識の啓発にもつながると考えておりますので、そ

ちらの情報発信につきましては、併せて検討していきたいと考えて

おります。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）ここでしばらく休憩します。

（ 午前１１時５６分 ～ 午後 １時００分 休憩 ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）会議を再開します。

次に、４番、岡野豊君。

４番議員 （ 岡 野 豊 君 ）それでは、通告のとおり、３問、町長にご

質問をいたします。

まず最初に「認知症等行方不明者早期発見対策について」、2018

年度中に認知症かその疑いが原因で行方不明になり、警察に届け出

があった方は、2016年度と比較して1,064人増の16,927人だった。2

012年9,607人と比べ1.76倍になり、毎年過去最多を更新している現

状で、静岡県は220人の届け出がありました。全体の行方不明者の

うち、昨年中にいまだ見つかっていない方が197人ありました。

認知症等の方が知らぬ間に出歩き、行方不明等にならないか、ご

家族の心配、日々の負担はとても大きく、健全な生活ができない状

況になっています。

認知症かその疑いがある方を抱えるご家族の負担、心労軽減のた

め、居場所を特定できる確かな方法が必要と考えるが、行方不明者

早期発見対策について町長の考えを伺います。

次に「高齢者等詐欺被害防止対策について」です。

高齢者を狙った悪質商法や詐欺により、多くの高齢者がカードを
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取られたり現金を騙し取られる被害が相次いで起きております。

最近では11月27日に袋井市の75歳の女性が50万円、28日には掛川

市の80歳の男性が85万円を、また同じく28日には熱海市の88歳の女

性がカードを３枚取られ、口座から約100万円が取られる事件が発

生しています。

子どもや孫を語った言葉巧みな騙しのテクニックを信じ込み、老

後のための貯蓄を取られてしまうということを、決して許してはい

けないと思います。

高齢者等が悪質商法や詐欺に遭わないための対策について、以下

の２点、町長に考えを伺います。

①平成28年度に試行した、悪質電話防止装置モニター、自動着信

拒否装置、商品名「トビラフォン」の検証と設置状況について

②詐欺被害防止に対する、町の取り組みと今後について

次に「危険生物被害防止対策について」です。

近年日本各地でセアカゴケグモやヒアリ等の外来危険生物が発見

されたとの報道が度々されております。先日は掛川市の女性が自宅

の庭でマダニに刺され、日本紅斑熱を発症したということでありま

す。

ヒアリやセアカゴケグモは日本に元来生息していた在来の虫では

なく、外国からの輸入貨物に紛れて上陸したもので、原産地は熱帯

地域で日本の温暖化の影響もあり、越冬し、繁殖していると考えて

います。

私たちの生活区域にはマムシ、スズメバチ等の危険生物が生息し

ておりますが、近年度々新東名森町パーキングエリア内において、

セアカゴケグモが確認をされております。私は外来の危険生物が住

民の生活区域に広く生息する範囲を拡大する前に、セアカゴケグモ

の拡散を阻止する駆除、防疫について必要があると考えております。

これについて町長の考えを伺います。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）町長、太田康雄君。

町 長 （ 太 田 康 雄 君 ）岡野議員のご質問にお答えいたします。
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始めに、「認知症等行方不明者早期発見対策について」申し上げ

ます。

本町の、65歳以上の介護保険被保険者のうち要介護認定者は今年

４月現在で1,045人、うち認知症が疑われる方は524人いました。ま

た、警察へ届け出があった高齢者の行方不明件数は、前年度０件で

ありましたが、本年度は12月６日現在ですでに５件に上っておりま

す。この現状から、住み慣れた地域で安心して生活するためには、

行方不明者早期発見対策は重要であると考えております。

現在、町で実施している高齢者の見守り対策としましては、「森

町地域見守りネットワーク」事業を新聞販売店、郵便局、水道検針

員、コンビニエンスストア、証券会社、医薬品販売会社の14事業所

と協定を結び、ひとり暮らし高齢者等の自宅での生活の変化や外出

先での行動の見守りを行っております。

また、認知症サポーター養成講座を開催し、認知症を正しく理解

し認知症やその家族を暖かく見守るサポーターを養成し、サポータ

ーのできる範囲内での活動をお願いしております。この講座は、平

成20年度から現在まで110回開催し、2,843人の認知症サポーターが

誕生しております。今後は、商店、町内会やシニアクラブなどを中

心に認知症サポーター養成講座を開催し、見守り体制の充実を図っ

ていきたいと考えております。

さらに、見守り体制の強化としましては、行方不明者が発生した

場合には、森町ちゃっとメールを活用し、行方不明者情報の発信を

していきたいと考えております。

なお、最近マスコミにおいて報道されておりますＧＰＳ機能付き

の認知症老人徘徊感知機器やＱＲコードを利用しての早期発見につ

きましては、対象者がその端末等を必ず身に付けていなければ効果

はなく、居場所を特定できる確かな方法ではないと考えております

ので、町としまして、安価で早期発見が可能となる商品の開発につ

いて業者に開発を依頼しているところであります。

いずれにいたしましても、行方不明者の早期発見は人命に直接関
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わることでありますので、今後さらに検討研究を進めてまいりたい

と考えております。

次に、「高齢者等詐欺被害防止対策について」申し上げます。

１点目の「平成28年度に試行した、悪質電話防止装置モニター『ト

ビラフォン』の検証と設置状況について」でございますが、議員ご

案内のように、町では、平成28年度に県の消費者行政強化促進事業

補助金を活用し、高齢者及び障害者のいる町内50世帯を対象モニタ

ーとし、迷惑電話を防止する装置「トビラフォン」を設置していた

だく「高齢者等の消費者被害未然防止事業」を実施いたしました。

事業目的といたしましては、「トビラフォン」を設置することに

よる、悪質商法や詐欺などの迷惑電話を未然に防止する効果の検証

を行なうとともに、警察や民生委員など高齢者や障害者の見守りの

担い手となる方へ、事業について周知することにより、連携した見

守り体制を強化することであります。

この事業については、平成28年12月から平成29年３月までの約４

か月間、モニター調査を実施しており、期間終了後のアンケート調

査におきましては、37世帯、約75パーセントの世帯が、装置設置前

と比べて「悪質電話がかかってこなくなった」と感じたという結果

が出ており、その効果については、約７割の世帯から「効果的、や

や効果的」という回答をいただいております。

また、このモニター調査終了後、50世帯のうち20世帯から、当該

装置を継続して利用したいという希望があり、その後、使用料等を

個人で負担していただき、継続利用をしたという経緯がございます

が、その後、現在に至るまで20世帯が継続使用しているかどうかに

ついては、不明でございます。

町としましては、こうしたことから、「トビラフォン」のような

自動着信拒否装置の効果については、一定の効果があることを確認

したところであります。

しかしながら、この自動着信拒否装置については、あらかじめ登

録された悪質な電話番号からの着信拒否をする機能であり、近年、
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家庭用の固定電話の機種のうち、多くの機種が、録音警告機能や相

手の電話番号を表示するなどの悪質電話を防止する機能や、着信拒

否機能等を有していることから、家庭用の固定電話機の機能だけで

も、同程度の効果を発揮するものと考えられます。

また、特殊詐欺や悪質商法等については、電話のみならず、訪問

販売やインターネット通販、ダイレクトメールなど様々な手法によ

り、行われている実態がございます。

こうしたことを考慮しますと、特殊詐欺や消費者トラブルを未然

に防ぐには、各個人が意識を高めていただくことが、まずもって、

一番重要なことであり、それとともに、家族や周りの人たちと事前

に共通認識を持つことも大切であると考えております。

次に、２点目の「詐欺被害防止に対する、町の取組みと今後につ

いて」でございますが、今、申し上げましたことを踏まえて、個人

の意識向上や、各家庭や周囲の見守りをする方々の意識啓発のため

に、町では、警察や消費者クラブ等と連携し、町内の大型販売店前

での街頭広報や町内回覧による啓発、出前講座による啓発などを実

施することにより、振り込め詐欺や消費者トラブルから、高齢者の

みならず、町民を未然に守る事業を実施しております。

また、平成29年度には、自宅の固定電話に貼り付けることができ

る詐欺防止手形ポップアップを世帯配布し、詐欺被害防止に努める

とともに、毎週水曜日に、専門的な知識をもった消費生活相談員を

産業課に配置し、振り込め詐欺など、不審な電話や悪質商法、契約

トラブルなど、様々な消費生活相談対応の強化を図っているところ

であります。

昨今、「振り込め詐欺」電話については、息子騙り、警察官騙り

などのなりすまし詐欺、架空請求詐欺、還付金詐欺など、多岐にわ

たっており、その手口についても、巧妙かつ狡猾になっている現状

があります。

また、振り込め詐欺など、不審な電話や実際の被害の状況、詐欺

被害に限らず、悪質商法など消費者トラブル等については、内容が
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個人情報に関わることなどから、デリケートな部分があり、町とし

ては、実態がなかなか把握できないという現状もあります。

特に、振り込め詐欺につきましては、犯罪でありますので、警察

が主体的に関わっており、警察からの要請により、「悪質電話が多

発している」といった内容で注意を喚起する同報無線を定時放送に

限らず、緊急的に放送するなど、振り込め詐欺被害の未然防止に繋

がるよう、連携をとっているところであります。

振り込め詐欺の被害に遭われる方の傾向としては、高齢者に限ら

ず、やはり「自分のところにはかかってこないだろう」とか、「自

分には関係ないだろう」、「自分は大丈夫」といった無意識、危機

意識が低いという傾向がございます。

こうしたことからも、町としましては、消費者相談窓口の充実を

図るとともに、引き続き、警察、消費者クラブ、民生委員等関係団

体と連携して、高齢者の特殊詐欺被害や消費者トラブルを未然に防

ぐための啓発活動を、継続的かつ効果的に実施することにより、高

齢者を含む町民の自己防衛意識の高揚を図ってまいりたいと考えて

おります。

次に、「危険生物被害防止対策について」申し上げます。

議員ご質問の危険生物には、多種多様な生物が存在しますが、ご

質問の趣旨に沿って、「セアカゴケグモ」について回答させていた

だきます。

セアカゴケグモは、「特定外来生物による生態系等に係る被害の

防止に関する法律」施行令により、クモ綱クモ目ヒメグモ科ゴケグ
こう もく

モ属に分類され特定外来生物に指定されており、本来の生息地の外

に存する生物であって、生態系、人の生命若しくは身体又は農林水

産業に係る被害を及ぼす、又は及ぼすおそれのあるものとされてい

ます。

セアカゴケグモの特徴として、町のホームページでも紹介してい

ますが、性格はおとなしく、動きは遅く、自分からは攻撃してきま

せんが、メスのセアカゴケグモに咬まれると、局所の痛みや熱感、
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かゆみなどを生じ、通常数日で症状は軽減されますが、まれに重症

化することがありますので注意が必要です。

セアカゴケグモの駆除、防疫についてでございますが、現在のグ

ローバル化する社会の中、海外からの貨物やコンテナ、建築資材等

に付着して侵入してきたセアカゴケグモが港湾地域又はそれに隣接

する地域で多く発見されております。それらが、トラックなどの輸

送用自動車で運ばれた結果、生息域が拡大したと考えられています。

また、クモの分散については、幼体の時期に糸を伸ばして気流に

乗り分布域を広げる「バルーニング」と呼ばれる移動方法が知られ

ていますが、セアカゴケグモについては、現時点でこのバルーニン

グは観察されておらず、ゴケグモ類は地面に近い高さを移動するの

で、風に乗って遠方まで移動する機会は極めて少ないと言われてい

ます。

森町では平成24年４月の新東名の開通以降、平成27年12月の最初

の発見から令和元年９月まで、遠州森町パーキングエリアを中心と

して、７年半で計６回、年１回程度発見されております。

発見時の対応としましては、新東名自動車道及びパーキングエリ

アの管理者である、中日本高速道路株式会社と町が共同して完全な

駆除とその周辺の確認を行っております。また、パーキングエリア

内では、管理者による定期的な清掃及び施設の点検で、敷地内の確

認を行っていただいているところでございます。

その他、町では、セアカゴケグモが発見されたときは、新聞社等

の報道機関に情報提供を行い、近隣住民への注意喚起を広範囲に行

うとともに、町のホームページ等に記事を掲載し、詳細な注意事項

をお知らせしております。

議員ご指摘のセアカゴケグモの拡散を阻止する駆除、防疫につき

ましては、現在、年１回程度の発見例であること、生息地の拡大が

顕著に現れていないことから、生息域が不特定であり、効果に関し

て不明な点があるため、殺虫剤等による広範囲な駆除は、実施して

おりません。
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今後の町の対応としましては、特定外来生物発見時には、法令、

規則及び国の定める特定外来生物被害防止基本方針に則って適切に

防除するとともに、日頃からの特定外来生物に関する注意喚起など

の広報啓発に努め、早期発見と駆除を行ってまいりたいと考えてお

ります。

以上、申し上げまして答弁といたします。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）４番、岡野豊君。

４番議員 （ 岡 野 豊 君 ）答弁をいただきました。まず最初に、認知

症の方の行方不明防止についてということですが、これにつきまし

ては私の町内で今年の春、４月の末ですけども、軽い認知症を患っ

ていた方が、回覧版を持ってちょっと家を出たということで、家族

の方は回覧版を持って出られたので、近所だろうということで、外

出したときには、あまり遠くへ行くということは考えてなかったと

いうことでありましたが、１時間を経過しても帰ってこないという

ことから、町内会でそれから捜索をして、１日捜索、夜までしまし

たけれども、発見できずに翌朝、残念ながら、発見をされたという

結果に、そういう例が、私の町内、私の組でございました。やはり

私も我が家で言いますと、母親がちょっと物忘れが激しいかなとい

うことを考えていた頃に、ちょうどこういう事件がありまして、や

はりこういうことが、痛ましい結果で終わる場合もありますし、発

見をされないままということで、発見されない方が、197人、いら

っしゃって、10パーセントを超えていると、10に１人は発見されな

いという結果だそうであります。

先ほど町長の答弁の中に、昨年度と今年の、行方不明の警察の通

報の件がありましたけれども、昨年は、私が森警で聞く限りでは、

５件ありました、今年も10月までで、やはりそういう通報が５件あ

りましたということでありました。

やはりいつ、ふっとこう家を出ていなくなってしまうという心配

を家族の方が常に持っていらっしゃいます。先ほど町長の答弁の中

でＧＰＳ機能を持っている、そういう商品を、業者に、安価なもの
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で身につけているというもので、今、依頼をしてますということで、

大変ありがたいことだと、私もちょっとＧＰＳのいろいろこの行方

不明者の方に、ほとんどが持たせるとか、靴の中に、かかとに内蔵

するというものまであるのですけども、家から外出するときのいろ

んな方にお話聞きましたら、決まった靴を履いていかない場合があ

ります、家の中に施錠しても、たまたま台所の横の扉が施錠してな

くて、そこから出ていってしまって、つっかけを履いたので、すぐ

戻ってくると思ったら、戻ってこないままになってしまっていると

いう、そういう事例もあるということをお聞きしました。

やはり、とにかく早期の発見が重要ですので、今、介護保険で適

用になるＧＰＳの機器が、大体４センチ、4.7の厚さが1.7。そんな

に大きなものではないのですけども先ほど町長の答弁の中にありま

したように、常にやはり身に付けていないと、これは効果が発揮で

きないと、せっかくいいものを靴に内蔵しても、その靴を履いて出

ていくとは限りませんので、そういった、私も町長から答弁をいた

だく、もしいただかなかったらこれを安価なもので、業者にそうい

ったものを、これは全国の話ですので、16,000人もの方が、17,000

人弱ぐらいの方が、行方不明になっているということですので、や

っぱり喫緊、こういう開発はもう必須だと考えて、これは町長から

答弁なかったら質問しようということで、説明がありましたので、

町長も同じような危機感を持っていていただけるということで、安

心をいたしました。

見守りということですけど、なかなかサポーターさん、近所の方

も、前回の例も言いますと、近所の人だったので、あまり意識はし

なかったということもあったりしますので、やはり生活もあります

ので、家族の方が四六時中、ずっと目を、ずっとその方についてい

るわけでもありませんし、割とその認知という程度でもなくて、急

にいなくなってしまうとか、そういうこともありますので、私が考

えるには、もうちょっと認知がかかりましたよという方については、

やはり身につけるようなものを早期に、メーカーさんで開発してい
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ただけるのが一番いいと思っておりますので、是非とも町の方で、

これにつきましては、依頼をしているということでありますので、

とにかく、こういったことも、メーカーさんで進めていただくとい

うことと、あと町の、こういった今、先ほど言いましたＧＰＳのこ

の４センチ四方ぐらいの大きさのもの以外で、何か、今のところ考

えているそういった装置、サポーター以外でそういった装置は、今、

何か考えられているものがあるか、ちょっと、お聞きしたいと思い

ます。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）平田保健福祉課長。

保健福祉 （ 平 田 章 浩 君 ）保健福祉課長です。岡野議員の再質問にお

課 長 答えさせていただきます。

県内の市町を見ますと、先ほど町長が答弁しましたＧＰＳ、ＱＲ

コード以外のものとしますと、オレンジシールということで、認知

症のシンボルが柿ですので、その柿の色のオレンジのシールを、そ

れぞれの服、靴とか服に張りつけて、その方を見たら報告していた

だきたいというようなものとか、うちの町でやっておりますちゃっ

とメールみたいなものをやっている市町はございますけども、どこ

の市町に聞いても、どんなやり方をしても効果については非常に疑

問だということで担当者も言っております。保健福祉課としまして

も、担当の方も、やはりどれをやるにしても、町としてやるには今

一歩、効果が薄いということで、今町で考えているものというもの

は具体的にはございません。以上です。

４番議員 （ 亀 澤 進 君 ）４番、岡野豊君。

議 長 （ 岡 野 豊 君 ）なかなか広報で、先日もちょっと三倉の方

で、夜、行方不明の広報がございました。私たちの経験からすると

夜は、やはり捜索に入りますと２次災害で、危険が大変ありますの

で、同報無線をやっても、発見するには、なかなか困難かと、前回

私どもは町内会に広報をして、とにかく家の周りだけでも見てくだ

さいという、庭の中に、当日雨降りましたので、雨をしのいでいる

とか、そういうことがありませんかということを、町内会に回しま
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した。やはりそういうことをやってはいるのですけど、なかなかこ

ういう例というのは、捜索の範囲が絞れませんので、難しいかなと

思います。

やはりいろんな手だてをされて、認知症にならない認知症講座と

かそういうことをやっては、町でいますけども、やはりこういった

方の生命を守ると、家族の生活を、安心した生活を送れるように、

ＧＰＳ、ＱＲコードの、こういった身につけるものについて、業者

さんに安価なものの開発を依頼しているということもありましたけ

れども、これについて、何か、聞ける範囲ありましたら、これにつ

いて、開発の状況ですとかそういうことをやりとりしているのか。

お聞きをしたいと思います。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）平田保健福祉課長。

保健福祉 （ 平 田 章 浩 君 ）保健福祉課長です。業者につきましては出

課 長 入りの業者が何社かございますので、それぞれ業者に安価で早期発

見が可能な商品の開発をということでお願いはしてございます。１

か月に１、２度来るものですから、来る度ということにはなりませ

んけれども、数か月に１回程度、前回依頼した早期発見のものに、

開発についてはどうでしょうというような質問をしておりますけど

も、業者の方からも、効果的な、安価なものが開発されたというよ

うな回答はまだ得ておりません。そういったような現状でございま

す。以上です。

４番議員 （ 亀 澤 進 君 ）４番、岡野豊君。

議 長 （ 岡 野 豊 君 ）数か月ぐらいということで、業者さんに依

頼をしていただけるということがやはり重要かと思います。やはり

業者さんじゃないと、今のＧＰＳで、今時計にも入っていたりしま

す。後で追跡して、足取りというか、移動先を見るというものはあ

るようですけども、なかなか難しいかと。小型化して、防水で肌か

ら離さない、時計でも外してしまうようですので、そういったこと

を経験として、一番の現場、保健福祉課の方の現場が一番把握して

いると思いますので、そこら辺、さらに業者さんにプッシュをして
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いただきたいと思います。私は昔、水道をやっている頃に緊急遮断

弁というのは森町型ということで、進路・流量・流速、これ三つの

信号が出たら、遮断弁が落ちるようにということで、メーカー、日

本の大手メーカーだったんですけど、緊急遮断弁が普及する頃に、

業者さんに言って森町型という形で作ってもらいました。やはり全

国が商圏ですので、メーカーさんも、そういったものがあれば、や

っぱり積極的に取り組んでいただけるのかな。私今考えているのは

ブレスレットが１番いいのかな、一度つけたらちょっと外れないち

ょっとおしゃれなもので、外そうとは思わないというような、そう

いったブレスレットがいいのかということで、これにつきましては、

町の取り組みもしていただいているということで、早期にこういっ

た身につけられるコンパクトなものが開発されることを期待して、

２問目にいきたいと思います。

高齢者の消費者の被害防止でありますけども、またこの被害、12

月12日、島田の男性が息子を騙る男にキャッシュカード１枚と350

万円を渡して、そのあと口座から1,600万円が引き出されたという

のが新聞に出ておりました。12月14日、熱海市で85歳の女性がキャ

ッシュカード６枚取られて、200万円を引き出された。それからこ

の逮捕が新聞に載っていたのですけど、12月12日、息子を騙ったニ

セ電話詐欺で、東京の男が清水署に逮捕ということで、逮捕、それ

でもこれがほんの一角だと思いますけれども、そういう犯人が逮捕

されたということで載っていましたので、少しでもそういう件数が

減ればと考えております。

それで、森町の現状なんですけども、平成30年の１月から12月ま

でで、詐欺の電話が70件あったそうです。これが、今この静岡県の

地図あります森町がピンクで入っています。右の表の見にくいんで

すけども、この黄色の静岡県とあります５番目が森町、県下35市町

の中で５番目に、70件という電話の本数とすると数はないんですけ

ども、１万人当たりに直しますと、38.8ぐらいになっているんです

かね。70件が、17,000人ぐらいの人口で、それを、県下でやります
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と５番目だそうです。狙われているんだなと私はこれを見て感じま

した。これは静岡県警察という、１番最新のものです。これがデー

タで、県下別に出ています。電話を受けた学校別というのまで県警

で出していまして、ここらの東の有名校も入っておりました。やは

り、いろんな名簿が出ていると思うのですけど、これだけ見ると、

静岡県でも５番目に、やっぱり電話多いということだそうです。被

害につきましては警察に問い合わせましたけど、これはもう個人情

報、やはり森町に被害が多かったとか少なかったとかと、こういう

ものを出しますと、逆にまた、そういった電話の被害が多くなると

いうこともあるそうで、それは、警察ではいただけませんでした。

詐欺の電話、先ほど町長から答弁もありましたけども、やはり自

分には電話が掛かってこないと思ってた、自分は絶対もうそんなの

は見抜いちゃう、見抜くから大丈夫だというふうに、皆さん思って

いるようです。私も正直、思っています。電話がかかってくるとど

うしても取ってしまって聞いてしまうと、やっぱり切れなくなると

いうのは、これはやっぱり心情の部分があります。そこで、じいち

ゃん僕だよとかとなると、余計それに信じ込んでいるということも

あります。我が家ではこの電話出ないということで、紙には書いて

あるんですけど、なかなかもう電話取ったときにその紙を見て、も

う取ってしまっているんで、なかなかそういう対策ができない。そ

れからナンバーディスプレイあるんですけども、やはり年寄りは、

電話かけてもらっているんでといって出てしまうのですから、やは

り、言葉巧みな話術には、やっぱり電話を取ってしまうとひっかか

ってしまいますので、これについては、とにかくいろんな電話の機

器が増えているわけですけども、このモニターを付けたときの、50

人中37世帯が、電話が掛かってこなくなったと感じていると、75パ

ーセントになりますので、是非ともこういったモニターを、28年に

試行で、今、20台ぐらいついているということですので、まず民間

の電話会社さんのディスプレイがついた機械も普及すれば、少しは

効果にもなるのかと思いますけど、せっかく森町で自動着信拒否装
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置というものを、モニターとしてやっていましたので、町としてこ

のモニターをこれから、先ほど答弁の中であったんですけども、警

察ですとか民生委員さんとの連携を取りながらということなんです

けど、家の中にこういった対策機器を設置するのが、やはり最後の

砦になるのかなと思いますけども、これにつきまして、以前進めま

したこの、自動着信拒否装置、今後、取り組みを今検討するのか、

詐欺対策について新たな方策というものは、今考えられているもの

があるのか、これについてお答えをお願いいたします。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）長野産業課長。

産業課長 （ 長 野 了 君 ）産業課長です。岡野議員の再質問にお答え

申し上げたいと思います。今、ご案内ございましたように、平成30

年の振込詐欺の電話の市町別入電状況ということになるわけでござ

いますが、森町については70件、これを人口１万人当たりにすると

38.9件ということで、入電が多い方から県内市町第５位となってい

る。これが１万人当たりに換算するのがいいかどうかというのはち

ょっと疑問ではございますけれども、また平成29年ついては、森町

は４件、人口１万人当たりにすると2.2件、順位は、県内市町一番

少なくなっております。令和元年中についてはまだ公表されていな

いということでございます。

この件数については、静岡県警に通報があった件数ということで

ございまして、先ほど、ご発言にもありましたけども、実際に詐欺

があったかどうかということではなく、あくまでも入電状況という

ことでございます。また、詐欺電話があっても警察に通報しない例

もあるということでございますので、このデータ等を見て、森町が

必ずしもターゲットになっているのかということではないのかと、

そこは不明なのかと考えております。しかしながら、詐欺の電話が

掛かってきているということは間違いないということでございます

ので、今後とも引き続き啓蒙活動を実施していきたいと考えており

ます。

また、振込詐欺電話ということについては、犯人が、ターゲット
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に対して掛けてくるという事前電話になりますので、要はターゲッ

トになる可能性がある町民一人一人が、振込詐欺や悪質情報等から

被害を受けないための、やはり意識啓発、知識の高揚を図ることが

大事であると考えております。

また、先ほどございましたように平成28年に森町が、県内のモデ

ル事業みたいな形で取り組んだわけでございます。その後、それこ

そ、周辺の市等についても現在、どういう状況であるか調べさせて

いただきました。周辺につきましても、掛川市さんは購入に対する

補助とか、袋井市さん、菊川市さんなどについては、同様にモニタ

ーで募集で実施をしているということでございます。その状況等々

につきまして、確認をしております。平成28年のときもそうだった

のですが、なかなか50世帯ということで、募集をかけたんですが、

実態上はなかなか集まらなかったという状況もございます。また、

今の周辺市の取り組みについて、状況を聞いているわけでございま

すけれども、確かに付けていただいてはいるんですが、やはり募集

について、なかなか集まらないのが状況、実態だと。当初つけても、

やはり２年目について、要は、年間でその使用料等が、５、６千円

かかってしまうということがあり、その時点でおおむね半分ぐらい

の方が、その時点で使用をやめてしまうという実態もございます。

そうしたことを踏まえて、町といたしましては、当然こういった

機能につきましては効果があることについては確認しておりますの

で、こういった機器があるといった紹介等については検討する余地

があるのかと思いますが、町が事業として、要は無償提供なり、補

助をしたりということにつきましては、今のところは検討をしてい

ない状況でございます。各市町の担当についても、今補助なり、そ

ういった形でやっているけども、やはり効果が、積極的に効果が認

められないと、一定程度の効果が認められるけども、積極的に効果

が認められないということで、今後とも積極的に活用していきたい

というような聞き取り状況ではないというところが現実でございま

す。
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しかしながら、議員ご案内のように、そうした被害については、

何とか食い止めなければいけない。詐欺については警察、犯罪とい

うことでございますので、それこそ、皆さんご案内のように、今、

テレビ等で、振込詐欺ストップというような、広報なり、番組なり

コーナーを設けて、いろいろ広報をしている状況でございます。森

町といたしましても、やはりその意識啓発といった点が非常に大事

であると思っております。

また、いろいろな詐欺があるわけでございますけれども、やはり、

相談内容についても、電話を通じてのものもありますが、それ以外

のものもかなり多くはなってきております。そういったものについ

て、やはり受ける方の意識を啓発していくということが一番肝要か

と思っておりますので、そういったところに働きかける施策を今後

とも展開していきたいと考えております。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）４番、岡野豊君。

４番議員 （ 岡 野 豊 君 ）産業課長からの、今答弁いただきました。

ちょうどこれタイムリーに、一昨日回覧で入ってきました。こうい

うのが入ってくるとコピーして貼っておくのですけど、こういうも

のも回覧できれば、世帯配布しても家庭によってはあれなんですけ

ど、こういったものも、やはり、同報無線でも流していただく、先

ほどのお話の中で、私は70件は多いと思います。なぜ１万人にする

かというと、やっぱり１人当たりの人口17,000弱ぐらいになってし

まっているんですけどそこに70件ですので、やっぱり１万人でやる

と、私は多いと感じています。やはりこういった受け取り方が、危

機管理意識というものにもつながってくると思います。

やはり被害に遭った時点では警察のそういった事件になるわけで

すけど、それをやはり行政とすると、自治体というのはそれを未然

に防ぐということが大変重要ですので、ここのところはやはり、少

数精鋭になってきた森町の町民がですね、せっかく汗水垂らして貯

めたお金を、みすみす、こういう集団に取られるということを阻止

するということを、やはりそういうものもありますので、今すぐこ
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こで、無償にしろということは私は申しませんけども、もう一つ、

モニターじゃなくて、それを、75パーセントも効果があったという

結果が出ていますので、それが28年、広報に出たのが翌年に、そう

いうことも広報で出ていますので、この効果を是非とも、次に活か

してもらうような、これをもう少し、モニターでなくて設置、静岡

県の中でも多いですという啓蒙、注意してくださいという、やはり

取り組みは個人だと、個人の意識だと、確かに思います。その意識

を高めるためにも、一つのこういった機器がありますという、補助

もつけていただければ一番ありがたいのですけども、まずそういっ

た、町民の詐欺被害に遭わないというそういう意識啓蒙を、是非と

もお願いをしたいと思います。この、自動着信拒否装置、これを進

めていっていただければと思いますけども、５、６千円かかってし

まうと、年５、６千円ですので、やはりこういったものも、町民の

安全を守るということで、是非とも、若干の補助でもつけていただ

ければ、町が推進して効果があるということで、町民も安心してこ

ういった事業に取り組んでいただけるのではないかと思いますけど

も、最後に、この質問を終わるに当たり、この年間５、６千円、少

しでも助成をしていただいて、普及、詐欺被害の啓蒙に努めていた

だけるというお考えがあるかどうか、この質問、最後にしたいと思

いますけど、答弁ありましたらお願いします。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）長野産業課長。

産業課長 （ 長 野 了 君 ）産業課長です。このトビラフォン、これ商

品名ですけども、設置について、それこそ、28年にモニター調査、

これ全額補助でやっております。無償提供ということでやっており

ます。その後は、そのままお使いいただくということでやっており

ます。そこの時点でも、継続していた方が、もちろん皆さん継続し

ていただければありがたかったのですけれども、半分ほどになって

しまったという現実がある。他の市町の状況も聞いても、現時点で

は積極的な展開にはなっていない。今後とも、すごく効果があるの

で、町として、自治体としてやるべきことかということについては
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再度検証するというふうにお聞きしております。もちろんこういっ

た機器があって、こういったことをやると、即時で電話を拒否する

ことができますという広報等々については、当然今後とも検討して、

皆さんどうですかといったことについては、やっていくということ

については検討していきたいと考えておりますが、現時点において、

その使用料等について、支援等については、現時点では考えており

ません。これについてはそれこそ、いろいろな考え方があると思い

ます。要は、災害ではないですが、災害等についても、要は避けら

れない状況についても、やはり、自助、共助、公助という考え方で、

施策を展開していくというのが、結果的に効果的になると考えてお

ります。こういった案件に関しても、まずは、自助で行っていただ

いて、いろんな意識を持っていただくと、確かに高齢者等、いろい

ろな形で、狙われるわけじゃないですけども、高齢者の方々の被害

が多いといったこともあると思います。そういった被害については、

逆に個別的になっていくと思いますので、そういった、やはりちょ

っと、高齢者の方で、十分でない方々については、個別的に、逆に

言うとこういったものもあるのでどうですかといった導入の進め方

といった形の、検討なり進め方は考えていきたいと考えております。

以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）４番、岡野豊君。

４番議員 （ 岡 野 豊 君 ）今最後に、個別で対応をしていただけると、

導入に当たっての、検討を始めていただけるという、前向きな答弁

ということで、高齢者に関する質問２問、これで終わらせていただ

きます。

最後に、セアカゴケグモについてであります。先ほど町長からの

答弁でありましたとおり、平成27年から発見をされているというこ

とであります。幸い性格がおとなしいクモだということですけれど

も、素手で捕まえば咬まれるということで、やはりこれは危険な生

物であります。３センチぐらい、いろいろ書物によると１センチも

満たないような書き方もしているものがありますけれども、これは
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ネットに載ってたものです。結構派手なものですから、子どもも興

味を持って手で触るという心配もある虫だそうです。見つけたら、

足で踏むのが一番確かだということで、殺虫剤を持ち歩いているわ

けでありませんので、それが一番効果があるという方法だそうです。

ＮＥＸＣＯに電話で問い合わせました。セアカゴケグモが発見さ

れていますけども、どういった対策をしていますかと確認をしまし

たところ、駆除の実施とかそういうことは、特にやってない、発見

したときに虫を殺す、年間の駆除数については、発見時に殺虫剤の

散布をする、このパーキングエリア、森町だけじゃなく、新東名だ

けでも、もうほとんどのところで発見をされているということで、

ＮＥＸＣＯも割と楽観的なというか、あまり危機感を持ったお答え

ではなかったと私は感じました。

先ほど町長の答弁にもありましたけれども、割とおとなしい虫と

いうことで、それでバルーニングで飛んでいかないので、あまり飛

散しないだろうということなんですけども、池とかそういうところ

に外来の生物が入って、在来の生物を食べて駆逐してしまう、これ

は直接人間に、生死に関わるものではないのですけども、それでも

今そういったものを駆除しましょうということで広がってしまって

から、今慌ててやっているということを、テレビの番組にもなるぐ

らいでやっています。

やはりこれ危険な生物です。これも外来ですので、熱帯化が進ん

でますので、この生物、オーストラリアが原産だということで、暑

いところで、発生している虫だそうですので、とにかくこのパーキ

ングエリアの周辺の、民地になるわけですけども、そういったとこ

ろを防除をやる必要があるのではないかと私は考えていますけれど

も、こういった周辺の防除、今、考えているかどうか。答弁をお願

いします。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）富田住民生活課長。

住民生活 （ 富 田 正 治 君 ）住民生活課長です。ただいまの岡野議員の

課 長 ご質問にお答えさせていただきます。民地の方の消毒はということ
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なんですが、全体的に消毒ということは、それほど広がりがありま

せんので、可能性は少ないかと思っております。発見された時点で、

当然それを駆除するということはしていきたいと思っています。

生活圏を考えた場合は、常に発見するものであれば、その付近に

殺虫するということは考えられますが、年１回程度ですので、見つ

かったときに殺虫剤で駆除するということが適当かと思います。

ホームページの方で、お示しもさせてもらっていますが、広報を

進めて、セアカゴケグモという存在を知っていただいて、住民の方

からの通報をなるべく早くいただくというような対応で考えていき

たいと思います。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）４番、岡野豊君。

４番議員 （ 岡 野 豊 君 ）広報、当然珍しいクモだからということで、

とにかく素手で触ったりはしない、こういったちょっと、見慣れな

いクモはとにかく、踏み潰して駆除するという広報は、是非ともし

ていただきたいと思います。それから、ＮＥＸＣＯで私が感じたの

は、先ほど申し上げましたけども、やはり、パーキングエリア、サ

ービスエリア内で発見をされているということが、ＮＥＸＣＯの路

線を管理する側からすると、発見がもう至るところにあるというこ

となのですけども、森町の場合は平成27年に１回、それから、平成

28年に１回、平成30年に２回、令和になって２回、だんだん発見す

る回数が増えるということは、個体数が増えていると私は感じてい

るのですけども、やはり、パーキングエリア内はもう徹底的に消毒

する必要があるのかなと思います。その周辺も、何メートルまで周

辺をやればいいのかというのは、私はちょっと結論は出ません。周

辺で発見されてなければ、いいというか、まだそこまで広がってい

ないという判断はできるのですけども、やはりＮＥＸＣＯと、森町

のパーキングエリアと、あとインターチェンジのところで、長時間

車停まりませんので、クモがそこで落ちる場合もあるのかもしれな

いですけど、まず、パーキングエリアのＮＥＸＣＯと町と協力して

何か防除というものをまず考える必要があるのではないかと私は思
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うのですけど、そこら辺見解はどうでしょうか。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）富田住民生活課長。

住民生活 （ 富 田 正 治 君 ）住民生活課長です。ただいまのＮＥＸＣＯ

課 長 と協力してということですが、常に発見されれば、通報はすぐいた

だくという形で、連絡はとっております。

周辺の消毒ということに関しましては、パーキングエリア周辺を

消毒する場合に、パーキングに寄られる来客者もいらっしゃいます

ので、そういう方に、消毒をするというような広報がなかなか難し

いこともありますので、施設内の方については、ＮＥＸＣＯさんの

方で定期的に管理をしていただく、適切な管理をしていただくとい

うことでお願いしたいと思っております。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）４番、岡野豊君。

４番議員 （ 岡 野 豊 君 ）ただいまの住民生活課長の答弁で、ＮＥＸ

ＣＯに適切な管理をしていただくという、今お話がありました。や

はり町と、そういったことも連携の一つになりますので、よく連携

をしていただいて、被害に遭われる前に手を打つのが、やっぱり行

政の務めでもあると思いますので、こういった拡散防止、被害防止

の対策を早急に、また、冬は活動が鈍っておりますので、また来春

から、こういったこの虫が多く発見されないように、町のそういっ

た取り組みをご期待をして、３問、これで終了させていただきます。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）しばらく休憩します。

（ 午後 １時５７分 ～ 午後 ２時０９分 休憩 ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）会議を再開します。

続いて、10番、西田彰君。

10番議員 （ 西 田 彰 君 ）10番、西田彰です。私は３問、質問させて

いただきます。

１問目は「豪雨災害を想定すると現在の指定避難場所は適切か」

強風・豪雨を伴った台風15号、19号は県東部から東日本各地で甚

大な被害をもたらしました。被災された方々に心からのお見舞いを

申し上げます。国を挙げての早期の復旧・復興を願わずにはおられ
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ません。

幸いにこの地域は近年、大きな自然災害から免れておりますが、

地球温暖化の影響は、今後いつどこでどのような災害を引き起こす

のか、誰も予想ができない状況となっております。太田川流域に住

宅が密集、さらには点在する生活環境にある森町でも、今回の豪雨

災害は他人事ではないように感じます。そこでお伺いします。

現在町が指定する避難場所は、大きな地震災害を想定しているも

のと認識をしておりますが、それでよろしいのでしょうか。

昨年３月に作成、配布された森町のハザードマップは、数か所の

避難所が24時間雨量629.5ミリにおいて５メートルから10メートル

の浸水地域と表示されております。気象庁の発表では、過去に24時

間雨量が565ミリを記録した神奈川の箱根町では、今回942.5ミリと

いう記録的雨量であったといいます。異常と言えば異常であります

が、被害の大きかった16都県で、過去を100ミリ以上上回った観測

地点は18地点に上り、100ミリ増にならないところでもそれに近い

雨量となっております。町の指定避難所は豪雨災害を考えるとき、

問題はないのでしょうか。

豪雨災害から住民を守るには、高台に設置された避難所が必要で

はないのでしょうか。町の考えを伺います。

２問目は「ソーラー、風力発電等の再生エネルギー施設計画及び

導入のあり方について」でございます。

島田、掛川、森町にまたがる山間部に国内最大級といわれる風力

発電施設の建設計画が発表されています。「仮称・ウインドパーク

遠州東部風力発電事業(株)シーテック」であります。持続可能なエ

ネルギー政策となるべき、自然再生エネルギーの導入が自然破壊や

安全な市民生活を脅かすものでは本末転倒であります。町として野

立てソーラーパネルや風力発電の適切な導入を促す必要があると思

いますが、町の考えをお伺いします。

①風力発電を巡っては各地で様々な問題となっています。ガイド

ラインが必要と考えますがどうでしょうか。
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②この計画が実施されれば工事用の道路も含め、広大な保安林等

が開発されることになります。大局的に見て防災の観点からリスク

を伴うと思いますがどうでしょうか。

③計画地には鳥獣保護区が広範囲に広がっております。オオタカ、

クマタカなどの営巣地やサシバなど渡りのルートを妨害する可能性

も大であります。これらをどう考えているのでしょうか。

④(株)シーテックによる地元説明会が掛川、島田では開催されて

います。森町での開催は把握されているのでしょうか。把握してい

ればどの範囲で、どのような説明があったのかお伺いします。

⑤再生可能エネルギー導入にあたっては、地域環境型エネルギー

という視点が必要であります。今回のメガ風力発電事業はそのよう

な位置づけがされるものなのか伺います。

３問目は「安心して年を重ねることができる介護保険制度の運用

について」であります。

介護保険制度ができて20年になります。国は少子高齢化が進む中

で介護保険給付額の抑制を目指し、度重なる制度改正と様々な施策

誘導を行ってきました。高い介護保険料を払いながら、自己負担の

利用料が払えず、思うようなサービスを受けない方もいると聞いて

います。また介護保険制度が複雑で分かりにくい上に、自分で決め

なければならず、町が提供できるサービスがケアプランマネジメン

トの力量によってその運用に差が生じていないでしょうか。本当の

意味で介護の必要な方を減らし、重度化させないために、軽度のう

ちに適切な介護につなげることが求められております。高齢者とそ

の家族が安心して医療や介護を受けるための利用しやすい介護保険

制度でありたいと思います。町の施策についてお伺いします。

①高齢化は進行しているが森町の認定率はどのように推移してい

るのでしょうか。

②町はお達者度の推進や健康寿命を伸ばす施策を行っているが、

利用料などの問題で認定を戸惑う人もいるのではないでしょうか。

介護保険の利用しやすいサポートはどのように行っているのでしょ
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うか。また、在宅介護イコール老老介護で行き詰まっている家庭は

ないでしょうか。

③軽度のうちに介護保険利用で専門的に介護予防や自宅の改修な

どを早期に支援することで重度化を防ぎ、給付費や医療費の抑制に

もつながると思います。そのために利用者、家族、地域の福祉協議

会メンバーや民生委員にも広くこの介護制度を周知させていくこと

が大事であると考えますがどうでしょうか。

④地域包括支援センターではより良いケアプランにつなげるた

め、どのような対応を行っているのでしょうか。個々のケアプラン

マネジメントの力量によって運用に差が出ていないでしょうか。

⑤町独自で行っている事業があると思う。今後、拡充、削減の計

画はあるのでしょうか。また町の介護保険サービスの中で不足して

いるものがないかお伺いいたします。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）町長、太田康雄君。

町 長 （ 太 田 康 雄 君 ）西田議員のご質問にお答えいたしますが、

まず冒頭、今年森町では幸い大きな自然災害はありませんでしたが、

全国的には多くの方が被災をされております。今年被災された方、

また過去において被災された皆さまにお見舞いを申し上げますとと

もに、一日も早く、一刻も早く平穏な生活を取り戻されることを願

っております。

それでは、質問にお答えします。始めに、「豪雨災害を想定する

と現在の指定避難場所は適切か」について申し上げます。

１点目の「現在町が指定する避難場所は、大きな地震災害を想定

しているものであるか」でございますが、町の防災計画では、現在

14か所の施設を指定緊急避難場所と指定避難所に指定しています。

内訳は、小学校５か所、中学校３か所、高校１か所、総合センター

３か所、文化会館及び、総合体育館となっております。

災害対策基本法の定めによれば、指定緊急避難場所とは、切迫し

た災害の危険から命を守るために避難する場所としてあらかじめ町

が指定する施設や場所であり、指定避難所とは、災害により住宅を
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失った場合等において、一定期間避難生活をする場所として、あら

かじめ町が指定した施設のことであります。上記の14か所はこれら

の両方に指定されております。

なお、この緊急避難場所並びに避難所への指定に際しては対応す

る災害の種別について、適否を整理する必要があります。

現在の14施設のうち、一部は洪水、土砂災害、大規模火災の場合

には適合していない施設がございますが、地震に対しては全ての施

設が適合するものとしております。

２点目の「町の指定避難所は豪雨災害に対して問題はないか」に

ついてでございますが、避難所等としての指定を行う際には、平成

29年に県が公表した洪水予報河川に指定された太田川の水防法に基

づく洪水浸水想定区域を参考として、洪水を対象とした避難所とし

ての適否を判断し、同様に、施設周辺の土砂災害危険区域等の指定

の有無を参考として、土砂災害に対しての避難所としての適否を判

断して指定しております。洪水に対する避難所のなかには浸水区域

の中にあるものの、２階以上に垂直避難する屋内安全確保を行えば

浸水から逃れられるとして指定している施設もございます。また、

敷地の一部が土砂災害危険区域に含まれているものの、堅剛な鉄骨

コンクリート造であり、さらに２階以上に逃げられるため避難所と

して指定している施設もございます。

町におきましては、今年の台風19号対応の際、避難所６か所を開

設したように、避難情報を出す際には、全避難所を全て開設すると

いうわけではなく、災害の種別や状況に応じて適切な場所や数を開

設するという運用を行っているところでございます。

３点目の「豪雨災害から住民を守るには、高台に設置された避難

所が必要ではないか」とのご意見でございますが、災害種別で洪水

に対して適合する施設は、先ほど申し上げましたように、公表され

ている（指定河川）太田川の浸水想定から逃れることができるであ

ろう施設であり、また、県においては、この12月議会にて補正予算

を組み、これまで手付かずであった（指定河川）太田川の小規模の
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支流についても、今後浸水想定区域の指定を行うとも発表されてお

ります。こうしたデータに基づき、現在、洪水に対して適合とされ

ていた避難所の内のいくつかは、今後使用できなくなり、議員ご指

摘のように最大浸水深を超える高台にある避難所への集約を行わざ

るを得なくなることも予想されます。

いずれにいたしましても、今後新たに公表されるデータを分析し、

災害種別毎の避難所を検討するとともに、再編した場合には、様々

な手段を用いて、もれなく住民の皆さまへお伝えしてまいりたいと

思います。

次に、「ソーラー、風力発電等の再生エネルギー施設計画及び導

入のあり方について」申し上げます。

１点目の「風力発電の建設ガイドライン策定について」でござい

ますが、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれが

ある事業については、環境影響評価法及び静岡県環境影響評価条例

等の対象となり、その手続きは、環境に対する「配慮書」、「方法

書」を作成し、アセスメントを実施した結果を受けて、「準備書」、

「評価書」を順次作成することとなっています。

また、静岡県では、「静岡県風力発電施設等の建設に関するガイ

ドライン」が策定されており、事業者が県内において風力発電等の

事業を行おうとするときは、このガイドラインを遵守していただく

ことになりますので、町独自のガイドラインの策定については、必

要が無いと考えております。

次に、２点目の「防災の観点からリスクを伴うと思うがどうか」、

と３点目の「鳥獣保護区等をどう考えるか」についてですが、令和

元年８月19日に株式会社シーテックから静岡県知事へ「（仮称）ウ

インドパーク遠州東部風力発電事業計画段階環境配慮書」が提出さ

れ、静岡県知事から森町長、島田市長、掛川市長に対して、配慮書

に関する意見の照会があり、令和元年９月10日付けで町長意見とし

て、道路工事、森林伐採、開発及び防災等に関する意見を付して、

静岡県知事に提出したところでございます。
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これを受けて、県では、令和元年９月26日に専門家や大学教授等

で構成された静岡県環境影響評価審査会において当該事業が審議さ

れたところでございます。

現時点において、詳細な建設位置や作業道等のルートなどについ

ては、これから事業者が検討する内容となっており、先ほど申し上

げましたとおり、今後、事業者が「方法書」、「準備書」、「評価書」

等を作成することになりますので、引き続き町として、環境保全や

開発、防災、動植物等の影響に配慮するよう、事業者側へ伝えてい

きたいと考えております。

次に４点目の「地元説明会について」でございますが、株式会社

シーテックからの報告では、本年５月28日に三倉地区町内会長連絡

協議会長、５月30日に天方地区町内会長連絡協議会長に事業計画案

の説明を行い、対象地区に「風力発電開発の可能性調査および配慮

書地元説明会の開催について」のチラシを各戸配布し、８月24日土

曜日に三倉地区、天方地区それぞれで地元説明会を行い、三倉地区

２名、天方地区８名の方が出席されたと聞いております。

地元説明会では、環境影響の調査、風況調査、輸送路調査の内容

及び調査対象場所と可能性調査の期間が説明され、地元からは、森

町内への風車設置基数、地元へのメリット、保安林での設置可否、

低周波の発生、動植物への影響等のご意見があったと聞いておりま

す。

５点目の「風力発電事業の位置づけについて」でございますが、

再生可能エネルギーの導入については、国の進める事業でもあり、

当町としては、県のガイドラインに適合する事業で、町や県等の意

見が担保され、地元理解が得られるものであれば、推進しても良い

と考えております。

次に、「安心して年を重ねることができる介護保険制度の運用に

ついて」申し上げます。

１点目の「本町の介護認定率の推移について」でございますが、

平成27年度末では17.58パーセント、平成28年度末では17.39パーセ
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ント、平成29年度末では17.18パーセント、平成30年度末では17.01

パーセントとなっております。令和元年９月末時点では16.81パー

セントで、認定率は減少傾向となっております。

また、要介護認定の内訳でございますが、令和元年９月末時点で、

要支援１・要支援２・要介護１の軽度者の割合が49.9パーセントと

ほぼ半数を占めております。平成27年度末時点では、軽度者の割合

が38.8パーセントであったことから、介護予防及び重度化防止対策

の成果が現れてきているところであります。

２点目の「介護保険の利用しやすいサポートについて」でござい

ますが、保健福祉課の窓口において、地域包括支援センター係や介

護保険係が、高齢者に関する相談や老老介護等の悩みや困りごと等、

介護全般に係る相談、介護保険サービスや制度の説明等に随時対応

しており、いつでも気軽に相談ができる体制をとっております。ま

た、介護保険サービスばかりではなく、介護認定を受けずに利用可

能な介護予防・日常生活支援総合事業のサービス、成年後見制度の

利用支援、生活保護の相談、その他福祉サービスも含め総合的にサ

ポートしております。なお、「在宅介護イコール老老介護で行き詰

まっている家庭はないか」でございますが、老老介護が困難になっ

ている家庭については、本人、担当ケアマネージャー、担当民生委

員、近隣住民、医療機関職員及び保健福祉課等により個別ケア会議

を実施し、総合的にサポートを行っており、在宅における老老介護

で行き詰まっている家庭はないと考えております。

３点目の「介護保険制度の周知について」でございますが、先程

申し上げました相談体制をはじめ、森町病院においても制度の案内

や保健福祉課の相談窓口を紹介していただいているように、医療機

関との連携、さらには民生委員や保健委員等各種団体への周知も行

っております。また、65歳から74歳までの前期高齢者を対象に、制

度周知を目的とした「転ばぬ先の杖講座」を開催しており、今後も

引き続き制度の周知に努めてまいります。

４点目の「より良いケアプランに繋げるためにどのような対応を
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行っているかについて」でございますが、地域包括支援センター係

では町内ケアマネジャーを対象に月１回地域包括実務者会議を開催

し、ケアマネジメントに必要な関係機関との連携やケアマネジャー

の資質向上を図るため、事例検討や各種研修を実施しております。

また、介護保険係では、町内の居宅介護支援事業所を対象にケアプ

ラン点検を実施し、町内ケアマネジャーの目揃いと資質の底上げを

行っております。

５点目の「町独自で行っている事業、介護保険サービスの中で不

足しているものについて」でございますが、町独自の事業といたし

ましては、高齢者福祉事業として、はりきゅうマッサージ治療費助

成、ひとり暮らし老人緊急通報システム、家族介護慰労事業、高齢

者短期入所事業、救急医療情報キット事業、地域見守りネットワー

ク事業があります。また、介護予防事業として、認知症予防教室の

「脳いきいき塾」及び「たっしゃじゃ脳教室」、閉じこもり防止の

「お達者サロン」、身体機能維持の「レッツエンジョイポールウォ

ーキング」、「森アリーナトレーニング教室」、「元気あっぷ運動教

室」及び「お出かけ運動教室」、ご自身の介護予防と住民同士の支

え合い活動の「元気もりもりサポーター養成講座」及び「元気もり

もりポイント制度」があります。なお、介護保険サービスの中で不

足しているものがないかについては、制度上実施をしていないサー

ビスはございません。

今後も各種介護予防事業を実施し、介護予防及び重度化防止対策

に努めてまいりたいと思います。

以上、申し上げまして答弁といたします。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）10番、西田彰君。

10番議員 （ 西 田 彰 君 ）１問目の豪雨災害に対する対応でございま

す。これ、森町の防災ハザードマップでございまして、太田川流域、

全面これは赤、特に飯田は赤いところがありまして、そのまま防災

センターが、最大10メートルの浸水をするという地域になっており

ます。また、私、災害のマップを見させてもらうと、天方地区、三
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倉は、土砂災害危険区域が広がっております。

そういった中で、今回のこの台風19号による広い被害は、これ千

曲川ですね、それから重要河川は21ですけれども、その後、支流を

含めると60数か所が氾濫をしているということで、本当にすごい災

害になってしまったわけです。

今答弁の中に、この豪雨災害に対する避難所指定は見直さなけれ

ばいけないだろうという答弁がございました。今年のような状況を

見ると、本当に素早い対応が必要になってくると考えるのです。で

すから、その見直しがいつごろまでにできるのか。そういった場合

に、当然町民への説明とか、そういったものも必要になってくると

思います。

それからもう１点、これ中日新聞の遠州サミットという会議が、

町長出席して西部地域のリーダーが話し合いをしたという記事が載

っています。

その中で、私ちょっと他の市町の市長と違うことがあるので、指

摘をしたいのですが、記事が短縮されて、本当はこんなことは言っ

てなかったと言われるかもしれません。もしそれがあったら言って

ください。

森町は南北に広く、山間部は誰も避難しない。地域ごとに避難所

を出しても、それぞれの家で状況は全く違う。自分の住んでいる場

所の土砂災害などの状況がどうなのかを把握し、避難所に行くか自

分の家で２階に避難するか判断してほしい。食料や水の備蓄など、

自助・共助を呼びかけたい。

この中でね、自助・共助を呼びかけたいとおっしゃっています。

菊川の市長は、自助・共助・公助を連携させないと、命が守れない

と認識する、そういった機会になったと言っています。ここは、町

長、こういうふうに言ったのか、それとも、公助も言ったんだけど、

記事にならなかったのか、その辺をちょっとお聞きいたします。

それから、今私質問いたしましたように、早期にこの豪雨災害に

対応するような避難所というものは必要だと思いますし、その検討
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をいつごろから、そういった指針が出てからやるのか、それともも

う既に、防災課でも検討しているということであれば、その状況を

教えてください。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）町長、太田康雄君。

町 長 （ 太 田 康 雄 君 ）まず私の方から、遠州サミットでの発言に

ついて、質問がありましたので、お答えをさせていただきます。

まず、西田議員がおっしゃったように、その記事は全てが掲載さ

れているわけではございません。

まず、山間部は誰も避難しないという発言についてでありますが、

その前段階として、台風19号の時の町内の避難状況を説明しており

ます。それは、三倉地区の避難所には避難された方がなかった、天

方地区では、２名の方が短期的に避難をされたということを、前段

階で申し上げた上での発言でございます。

それから、自助・共助を呼びかけていきたいということは、行政

から、住民の皆さん、町民の皆さんに呼びかけるのは、自助・共助

でございます。公助については、町の方が行うものでございますの

で、当然、自助・共助・互助・公助というそれらの仕組みがうまく

連携して、適切な災害対応が行われるというように、その中でも申

し上げておりますので、住民町民に対して呼びかけるのは、自助・

共助。公助は町が行うものであるという意味での発言でございます。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）小島防災監。

防 災 監 （ 小 島 行 雄 君 ）防災監です。ただいまの西田議員の質問に

お答えします。

避難所の見直しは、いつごろ行うのかというご質問だと思います。

このハザードマップですが、29年度に策定しまして、30年度に各

世帯配布をさせていただいたところであります。

この中に、洪水浸水想定区域ということで、千年に一度の大雨が

降ったときに、こういう区域が浸水するではないかという設定とな

っております。この想定区域というのは、太田川が氾濫した場合の

ことになっておりますので、支流というのはやはり太田川にたくさ
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んあります。その中でちょっとあげますが、小藪川、一宮川、伏間

川、瀬入川、三倉川、葛布川、大府川、以上が支流ということで、

県の管理するところとなっております。

先日、県の議会の方にもちょっと新聞等載りましたけど、これに

ついてまだ、全河川を、今後、県管理の小さな河川までを、全河川

について浸水想定区域を設定する方針であるということが発表され

ております。

太田川支流については、既に発表してあります、設定はしており

ますが、まだ先ほど言った支流については、まだまだやってないと

いうことで、今後、調査をするということになっております。

補正予算では、先ほど言った河川の中では小藪川と三倉川となっ

ておりまして、それ以外は今後検討していく、対応していくという

ことでは、確認をしております。

また土砂災害につきましては、私の記憶では29年度までは、部分

は進んでおりまして、そのあとまだ追加の調査をして、最近終わっ

たようなことをちょっと聞いております。そういうものを全部網羅

をして、やっぱりハザードマップを完成して、避難場所として、避

難場として適切かどうかを検討してまいりたいと思います。以上で

す。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）10番、西田彰君。

10番議員 （ 西 田 彰 君 ）また、飯田地区は防災センターという指定

があるわけですけども、例えば向天方は、これ、ないですよね。太

田川を渡っていくか、それとも、例えば近くにあるお寺でしたか、

あっちの方へ逃げるのかということになりますけども、その付近に

そういった避難所を作るのかということになると思うのですけど

も、こういった、地域に指定避難所がないところというのは、ない

ところもこの検討の中に入ってくるということでよろしいのでしょ

うか。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）小島防災監。

防 災 監 （ 小 島 行 雄 君 ）防災監です。地区に避難所がないというこ
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とでありましたけど、一応、三倉、天方、森、園田、飯田、一宮ま

で各地区だいたい１つから２つ、避難所は設けさせていただいてお

りますので、水害とか、そういう状況に応じて、避難所を設置させ

ていただいておりますので、その状況を総合的に判断して避難所を

設けさせていきたいと思っております。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）10番、西田彰君。

10番議員 （ 西 田 彰 君 ）少し消極的だと思いますよね。それこそ、

向天方なんかは、公会堂ももろに、ピンクになっています。そうい

った状況の中で、当然、太田川は渡れないということになってしま

います。ですから、やっぱりこの地域の人たちが避難できるところ

というのは、新たに作っていかなければならないと私は思うのです

が、少し今、答弁では、消極的だと思います。それこそ土砂災害、

崖崩れというのもこの周りにあったりして、非常に、地域の人たち

が不安になるようなところだと思うのですが、町のもし、そういっ

た少し消極的なところがあると、ますます町民の不安が出てきてし

まうのではないかと思います。恐らく来年でも、そういった豪雨と

いうのは、もう起こり得ると、誰もが考えていますし、起こるでし

ょうということなんで、そこら辺は、こういった考え方をするとい

うものはやっぱりないといけないと思いますが、いかがでしょうか。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）小島防災監。

防 災 監 （ 小 島 行 雄 君 ）防災監です。先ほど向天方はどうなるかと

いうことで、お話いただきました。向天方の町内会としては、町営

グラウンドの方に一時的に避難するという話になっておりますの

で、そこら辺、高台の方に避難するということで聞いております。

消極的であるということでありますけど、先ほど説明させていた

だきました想定区域、浸水区域というのはまた変わるということで

ありますので、今後そういう考慮をしながら、多分早いうちでも、

令和２年３年ぐらいだと思いますけど、そういう結果が出るのでは

ないかと思いますので、そのときに避難所をどうするかということ

を再検討させていただきたいと思っております。以上です。
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議 長 （ 亀 澤 進 君 ）10番、西田彰君。

10番議員 （ 西 田 彰 君 ）了解です。

それから次に風力発電、メガ風力発電について、再質問いたしま

す。

現在もう稼働している、これは恐らく三ヶ日、新東名を行きます

とある風車だと思います。

ところが今回シーテックが計画をしておりますのは、手書きで誠

に申し訳ないですけども、高圧送電線、鉄塔が約100メートルある

と思います。私こう目測で測ってみて、それでこのメガ風力発電は、

羽の長さが65から70メートルあります。それを３枚つけるわけです。

１番上に羽が上がったときに、155メートル、1.5倍の高さになって

いきます。

そして、この工事にかかる、建設するには、65メートルから70メ

ートルの羽を運ばなければいけない超特大のトレーラーが必要にな

ります。このトレーラーが入っていくには、この山の上を大きく切

り開かなければ、入っていけれないと想定されます。それによって、

森町は嵯峨野、太田川ダムの反対側ですね、嵯峨野地区、今、住ん

でいる方はおりませんでした。それから、長郷というところに１軒

お住まいです。その側、掛川側と島田側になりますが、そこに道路

を作っていって、いろいろな部品や工事車両が通っていくというこ

とが想定されるわけです。これだけのトレーラーが入っていくには、

道路も相当広く、整備しないと入っていけれない、そうしますと、

当然今、リニアで問題になっている土砂の関係なんかもそうなんで

すが、その土砂をどこへ持っていくかということが、また持ってい

っても、下手なところに、谷間に、残土としてやれば、それがまた、

先ほど豪雨の話もしましたが、下流へ流れ出す、恐らく、原谷川な

どがあれになると思いますけれども、可能性はあると、森町も全く

可能性がないわけではございません。そういったことで、このメガ

風力発電の巨大さというか、そういったものが少し、お分かりにな

るのではないかと思います。
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今、浜岡原発も止まっています。電力が足りているわけですけど

も、今後リニアの開通なんかが予定されている中で、リニアは相当

の電気を使うと、ものすごい電気を使うということで足りなくなる

ということが考えられる中で、こういった風力発電に力を入れてく

るのではないかというような憶測もされるわけです。

そしてここに、渡り鳥の話をいたしましたが、これはサシバとい

う、渡り鳥です。これはカラスよりも少し大きい、羽を広げると１

メートル近くになりますが、サシバという渡り鳥で、夏は東北地方、

そして冬は、九州を下り、沖縄、それから台湾、フィリピン、イン

ドネシアの方へまで渡っていく、それが今度は逆に、冬をそっちで

過ごして、今度はまた北上してくる。

このサシバというのは、渡りのルートがこういうふうなところを

通って、東から西へ向かって赤い矢印があります。建設予定地と書

いてあるのが、黒い枠で囲った建設予定地です。新東名から見える

三ヶ日の風力は、この左側の丸く囲ったこういうふうに、渡りに対

して平行ですから、避けていけることができる。しかし今度の建設

予定地の図面を見ると、まともに鳥の渡りを阻害するような建設の

予定です。

もうその鳥の渡りは、どれぐらいの高さを飛ぶかというのはだい

たいもう決まっているのですね、鳥の習性というか、そういったも

ので、この150メートル以上ある風力発電がここへ25基作られます

と、まともにバードストライクといって、鳥が羽にぶつかります。

避けていけばいいんじゃないかと言いますが、避けないそうです。

そういった中で、この自然環境の問題も、問題になってきます。

環境省自然環境局野生生物課が、この指針を出していまして、サシ

バのような渡り鳥に対して、慎重な調査をしなければいけないとい

うようなことが、配慮すべき重要な地域ということが書いてござい

ます。太田町長が静岡県知事に出したこの環境配慮書に関する意見

についてでございますが、これには、鳥のことは書いてございませ

ん。植物、１点が騒音等の影響、２点目が水源への影響、３点目が
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地域交通のこと。そして４番目に植物、防災、その他となっていま

して、この鳥のことは入っておりませんが、やはり重要なものだと

私は思います。

このあたりも慎重に調べた上で、配慮すべき、建設の意見を言わ

ないといけないと思うわけですが、このあたりは、町長いかがでし

ょうか。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）富田住民生活課長。

住民生活 （ 富 田 正 治 君 ）住民生活課長です。ただいまの西田議員の

課 長 再質問にお答えさせていただきます。

まず、まだ現在、配慮書ということで、まだ、どこのところに建

てるかと、作業道はどうなるのかと、またそういったところは、ま

たこの配慮書以降の、方法書等で、また示されてくるのかと思いま

す。現在では、どこに建てるかというのは、確定はしていないとい

うことを前提にお話しさせてもらいます。

ただいまの鳥類につきましては、森町からの意見書の方には、申

し訳ないですがちょっと落としたという形になろうかと思います

が、県の方で配慮書が、意見が出まして、鳥類に関しては、今言わ

れた、サシバの渡り鳥の経路に位置しているという指摘がありまし

て、専門家に意見を求めた上で、調査予測、評価を実施することと

いうような、回答、意見が県の方から出されていること、ご案内さ

せていただきます。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）10番、西田彰君。

10番議員 （ 西 田 彰 君 ）先ほど地元の説明会をやったということで、

10名ほどが参加されたということでありますが、その中で意見も少

し出たと思うわけですけども、その意見以外にはなかったというこ

とでよろしいですか。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）富田住民生活課長。

住民生活 （ 富 田 正 治 君 ）住民生活課長です。地元説明会につきまし

課 長 ては、シーテックが主体となって開催したものでありまして、森町

として参加してはございませんので、詳しい状況については承知し
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ておりません。ただ、先ほど、シーテックから、こちらに報告とし

て上がってきて、こういう意見があったということは示させていた

だいたとおりです。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）10番、西田彰君。

10番議員 （ 西 田 彰 君 ）それから、森町としてガイドラインという

ものは、作らないということでよろしいのですか。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）富田住民生活課長。

住民生活 （ 富 田 正 治 君 ）森町としてガイドラインを作らないかとい

課 長 うことでございますが、風力発電に関しては75,000キロワット以上

のものについては県のガイドラインに掛かるというところで、県の

ガイドラインの作り方も、市町にガイドラインを作らない場合は県

のガイドラインによるというような形で作られておりますので、町

として作ることは考えておりません。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）10番、西田彰君。

10番議員 （ 西 田 彰 君 ）この問題については、事業者から、今後こ

ういうふうに進んでいく、町への意見を聞くとか、そういった予定

は入っているのでしょうか。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）富田住民生活課長。

住民生活 （ 富 田 正 治 君 ）住民生活課長です。今後、方法書、準備書、

課 長 評価書等、こちらの方にも提示されますので、その都度、意見が聞

かれることと思います。

先ほど、75,000と言いましたが、7,500キロワットの間違いです

ので、申し訳ありませんが、以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）10番、西田彰君。

10番議員 （ 西 田 彰 君 ）この問題はまだまだこれからということで、

また県の対応もあると思いますので、ただ、私が心配するのは、も

うこれならいいでしょうということが、担当市町や、県が出します

と、もうどんなことがあっても、どんどん事業は進められると、途

中で止まることはまずないと思うのですよね。ですから、早めに、

どういった影響、どういった災害を引き起こすんじゃないかという
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ことを、早く早く行政もつかんでいかないと、この事業というもの

が、いやこれは、こんなふうじゃなかったと思っても止まらなくな

ると思いますので、そこら辺を行政もアンテナを高くして、是非独

自に調査するところも出てくると思います。先ほども何回も言って

いるように、このシーテックが、他の滋賀県とか三重県でもやって

いる風力は、もう全然能力が違います、小さいです。この計画がも

う最大級の風力発電ですので、そこら辺を頭に置いて、やっていた

だきたいと思います。

それから、介護保険ですけども、また社会保障審議会が、後期高

齢者の負担を２割に上げるとか、非常に、お年寄りをいじめる施策

が進んでいます。

私も団塊世代、あと１年だか２年すると入っていくという年齢に

なっていますが、まるで目の敵のようにやられるわけですけども、

そこの点で森町が、介護保険を、本当に、被保険者目線で、しっか

り介護保険制度を理解しながら、やっていただいているとは思いま

すが、１点だけ、老老介護、町の中では困っている人はないだろう

という答弁がございましたが、１年ぐらい前にちょっとお伺いした

お宅の奥さんがお年寄りを介護しているようでした。非常にその奥

さんの、何かこう疲れている感じというものが、目に焼き付いてい

るのですが、担当課も、民生委員も、様々、それに携わる人は、そ

ういった注意を払っていただいていると思いますが、全く心配はな

いということの認識でよろしいのでしょうか。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）平田保健福祉課長。

保健福祉 （ 平 田 章 浩 君 ）保健福祉課長です。西田議員の再質問にお

課 長 答えをさせていただきます。先ほど町長が答弁したのは、老老介護

で行き詰まっている家庭はないと考えていると答弁をさせていただ

いておりますので、困っている家庭はございます。困っている家庭

は数々あると思いますけども、ただ、それにつきましては、先ほど

町長が答弁をしたように、地元の民生委員さんであるとか、担当ケ

アマネージャーさんであるとか、あと地域住民であるとか、私たち
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保健福祉課の職員であるとかで、それぞれ、困り事もケースによっ

て違っていますので、そういったメンバーが集まって、本人さんの

尊厳の保持を大前提として、今後どうしていったらいいかというこ

とを本人さんを含めて検討をして、よりよい方向でサポートをさせ

ていただいているということでございます。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）10番、西田彰君。

10番議員 （ 西 田 彰 君 ）やはり困っているときに、手を差し伸べら

れるか差し伸べられないかということが、最悪の状態を防ぐという

ことになると思いますので、そこは今一度、担当課も含め、民生委

員の方、皆さんにそういった状況もあるということを徹底していた

だきたいと思いますし、また認定率がだんだん下がってきていると

いうのは、それが本当に元気でいるから、もうそういった介護を受

ける人が少なく、重度化してないということを、そのままちょっと

真に受けていいのかなという気持ちもするわけですけども、認知症

とか、そういったものも、かなり進んでいる、認知症というのはも

う、介護で言えば、３以上になってしまうのです。そういったとき

に、認知症の方って、ケアマネージャーが行くと、ピーンとしてし

まって何ともない、それで、ケアマネージャーが帰るともうちょっ

とどうしようもないというようなことも聞いています。うちのお袋

もそうでしたので、そういう点で、やっぱりそこは、ケアマネージ

ャーに、正直な報告、そして行政もそれをしっかり把握するという

のが必要だと思いますが、最後にこのあたりの問題は、担当課とし

てはどういうふうに取り組んでいくのか、お答え願います。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）平田保健福祉課長。

保健福祉 （ 平 田 章 浩 君 ）保健福祉課長です。これについても先ほど

課 長 町長が答弁をしたように、うちの保健福祉課地域包括支援センター

係では、月１回、ケアマネージャー全員を集めまして地域包括実務

者会議というものを開催をさせていただき、その中で事例検討もし

ながら、各種の研修会も、講師を招いて実施をしております。そこ

でケアマネージャーの資質向上を図っております。また、介護保険
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係では、ケアマネージャーさんを対象にケアプラン点検というもの

を実施させていただきまして、ケアマネージャーの目ぞろいと資質

向上を図っていっております。それで、うちの包括支援センターに

も主任ケアマネがおりまして、それぞれ各事業所さんからのケアマ

ネージャーの相談にも乗りながら、とにかく、ケアマネージャーの、

町で活動しているケアマネージャーの底上げをしながら、住民の希

望に沿うようなサービスの提供、それは、介護保険のみならず福祉

サービス全体を、その人に合った形でサービスが提供できるように

ということで日々精進をさせていただいております。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）しばらく休憩をいたします。

（ 午後 ３時０６分 ～ 午後 ３時１５分 休憩 ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）会議を再開します。

次に、８番、中根幸男君。

８番議員 （ 中 根 幸 男 君 ）８番、中根幸男でございます。私は、先に

通告いたしました３問について、町長に質問させていただきます。

先ほど太田町長は、山本俊康議員の質問に対しまして、２期目に向

けて引き続き町政運営を担わせていただきたいという意思を示され

ました。そこで第１問目は「令和２年度当初予算について」伺いま

す。

令和２年度当初予算については、予算編成方針並びに、第９次森

町総合計画、また、町長の掲げる公約（マニフェスト）等に沿って

編成作業が進められていることと思いますが、以下の点について伺

います。

１点目、新年度予算の規模と主要な新規事業、継続事業の計画に

ついて、現段階での町長の考えについて伺います。

２点目、町長のマニフェストにある人口問題や財源確保について

は、継続的に取り組むべき課題であります。どのように考えている

か。具体的な取組は。

３点目、産業振興や人口減少対策として、企業誘致や民間開発を

含めた住宅団地の造成の考えについて。
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４点目、移住定住対策として、住宅の新築等補助制度の創設の考

えについて。

５点目、都市計画道路新田赤松線についての、令和２年度の計画

について。

６点目、住民生活に身近な道路、排水路等「無指定」枠の確保の

考えについて、伺います。

次に、２問目は「各課の政策目標を定めた課長マニフェストの作

成について」伺います。

駿東郡小山町では、役場の組織体制として部長制を採用しており、

各部の基本方針や重点的に取り組む施策などを明らかにし、開かれ

た行政運営を目指すため、部長マニフェストを作成しています。

町でも政策や課の目標を課員と共有し、職員が一体となって施策

を進めるために、課の政策目標等を定めた課長マニフェストを作成

することが、これからの「まちづくり」に必要なことと思いますが、

課の政策目標等は、どのようになっているか伺います。

３問目は「職員の意識改革と職員研修について」伺います。

地方公共団体を取り巻く環境は、人口の減少と少子・高齢化の進

展など、社会経済情勢が大きく変化する中で、多様化する住民ニー

ズに適切に対応し、地方創生の推進や魅力ある町づくりを進めるこ

とが求められておりまして、まさに地方競争時代とも言われていま

す。

長野県下條村では、役場職員の意識改革を進めるため、民間のホ

ームセンターへ研修派遣し、経営の厳しさやスピード感、コスト意

識、業務量を体感し、大きな成果が出ています。

町では、職員の意識改革等、職員研修をどのように考えているか

伺います。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）町長、太田康雄君。

町 長 （ 太 田 康 雄 君 ）中根議員のご質問にお答えいたします。

まず冒頭、私の１期４年間の実績を評価していただき、２期目に

向けて力強いエールを送ってくださることに感謝を申し上げます。
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始めに、「令和２年度当初予算について」でございますが、議員

ご承知のとおり、現在、新年度に向けて予算編成作業を開始したば

かりでございます。さらには、来年２月には町長選を控えているた

め、予算編成につきましては骨格予算を見込んだ編成作業を指示し

ておりますので、政策的な予算は今申し上げる立場ではございませ

ん。

しかしながら、令和２年度予算要求について、町長選の有無によ

って変わることのない事業、特に、第９次総合計画に掲げた、「人

の輪」（外部との交流）、「対話」（信頼の構築）、「調和」（人と自然）

の３つの基本理念、そして、町の将来像「住む人も訪れる人も心和

らぐ森町」の実現を目指し、６つの基本の柱に沿った取り組みを具

現化し、人口減少を克服し、活力ある町を今後も維持していく予算

となるよう、事業の必要性・妥当性を吟味し、加えて行財政改革の

推進による効率的かつ効果的な予算を、国の動向を注視しながら、

財政上有利な財源を活用し編成するよう指示しております。

また、毎年、歳入見積もりの参考としております地方財政計画に

つきましても、未だ国から提示されておらず、各種税制等の見直し

など様々な制度改正が今後進められていくと見込まれ、地方に関わ

りのある事項も不透明な部分がありますので、数値について詳細に

お示しできる段階にはございませんことをお許しいただきたいと思

います。

新年度当初予算の規模につきましては、国の制度が固まっていな

いことから、正確な数字で申し上げることは、難しいところであり

ますが、消費税率引き上げ等に伴う制度的要因に加え、光ファイバ

未整備地域への対策、起債償還金の増加による公債費の増加等とと

もに、会計年度任用職員制度の導入、公共施設等の老朽化対策に要

する経費の増加が見込まれることから、骨格予算に政策的予算を加

えた予算総額の規模は、本年度当初予算額を上回るのではないかと、

現時点においては見込んでおります。

主要な継続事業といたしましては、新たな魅力創出発信事業や産
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業立地事業費補助金、遠州の小京都推進事業や森町茶業史の編纂、

地域おこし協力隊や移住コーディネーター活動事業、ふるさと納税

推進事業、小・中学校での情報教育及び英語教育推進、子ども医療

費助成事業、森っ子出産祝い金、乳幼児一時預かり事業、また、国

の社会資本整備総合交付金等を活用した太田川圃場南４号線改築工

事や、防災・安全交付金を活用した橋梁長寿命化工事、舗装修繕事

業、通学路安全対策事業、そして、森町病院経営支援の繰出金等に

ついて、引き続き取り組むべきものと考えております。

中根議員から、細かい項目を挙げてご質問をいただいております

が、個別の質問事項については、答えられる範囲でお答えをさせて

いただきたいと思います。

②の、町長のマニフェストにある人口問題や財源確保については、

継続的に取り組むべき課題である。どのように考えているか。具体

的な取り組みは、につきましては、先ほど山本議員への答弁で申し

上げたとおりでございます。

また、③、産業振興や人口減少対策として、企業誘致や民間開発

を含めた住宅団地の造成の考えは、でございますが、こちらにつき

ましても、企業誘致につきましては、先ほど答弁をさせていただい

たとおりでありますし、民間開発を含めた住宅団地の造成の考えに

つきましても、従来の質問に対して答弁をさせていただいておりま

すとおり、町が主導で行う住宅団地の開発というものは、なかなか

困難でありますので、民間が進める事業について、町として支援を

してまいりたいと思っております。

それから、⑥の、住民生活に身近な道路、排水路等「無指定」枠

の確保の考えは、でございますが、こちらも例年どおり、まずは当

初予算で、ある程度確保してまいりたいと考えております。

なお、繰り返しになりますが、今後、具体的な予算編成作業に入

っていく段階でございますので、これらの内容の変更等もあろうか

と思いますが、その点につきましてはご理解いただきたいと思いま

す。
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次に、「各課の政策目標を定めた課長マニフェストの作成につい

て」申し上げます。

議員ご案内のとおり、駿東郡小山町では、各部の基本方針や重点

的に取り組む施策などを明らかにする部長マニフェストを作成して

おります。

これに相応する森町の取り組み状況について、説明させていただ

きます。

まず、マニフェストの定義でございますが、選挙の際に政党や立

候補者が発表する公約集とされておりますので、課長が作成するも

のではないことをご理解いただきたいと思います。

森町では、平成28年度から導入した人事評価制度の中で、組織目

標という名称で、各課の課長が、当年度の課の目標を設定しており、

これが課長マニフェストとしての位置付けに近いものとなっており

ます。

組織目標について、補足説明をさせていただきますと、組織目標

は、各課長が、総合計画、町長マニフェスト、施政方針、個別計画

などを踏まえ、当年度に重点的に取り組むべき重要な施策を課の目

標として洗い出し、各係・担当者と打合せを行い取りまとめます。

具体的には、各課ごとに目標の数を６項目以内とし、「標題」と

「内容」により構成し、内容は、取り組み事項について、期日（い

つまでに）・手段（どのような方法で）・水準（どこまで）を盛り

込むようにしております。

各課でまとめた目標は、必要に応じ副町長・教育長が方向性、達

成水準、町長の方針などを調整し決定いたします。

決定した目標は、ミーティングなどを通じ、課内職員に周知を図

るとともに、全職員が閲覧できるようパソコン上に掲示し、各課の

組織目標を全職員が共有できる仕組みとなっております。

また、組織目標の達成度については、年度末に副町長・教育長が

課長との個別面談の中で確認をしております。

今後も、掲げた目標に対してＰＤＣＡサイクルにより効果検証を
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することで、組織の活性化また魅力あるまちづくりに向けて取り組

んでいきたいと考えております。

次に、「職員の意識改革と職員研修について」申し上げます。

始めに、森町の職員研修の状況について説明をさせていただきま

す。

森町においては、公益財団法人静岡県市町村振興協会主催の「新

規採用職員研修」、「新任管理者研修」などの職階に応じた役割の

認識と技能の習得を目的とした階層別研修や、一般基礎研修として

「地方自治法研修」、「法制執務研修」などに参加しております。

また、専門的な研修としては、静岡県自治研修所主催の「政策形

成能力向上講座」、「政策実現スキル向上講座」、「コミュニケーシ

ョン能力向上講座」、「説明力向上講座」、「タイムマネジメント講

座」、「財務諸表の見方使い方講座」なども受講しております。

その他にも、町単独で行う研修として、全ての職員を対象に職務

・職責で４階層に分けた階層別研修を行い、それぞれの階層の課題

に向き合った研修を実施し、職員の資質の向上に努めております。

民間企業との研修については、「県・市町・民間企業管理者交流

講座」、「県・市町・民間企業若手職員交流講座」、「県・市町・民

間企業女性管理職エンカレッジ研修」に今年度は、それぞれ１人ず

つ、３人の職員に受講させ、県や民間企業の職員等との議論や交流

を通じ、経営に関する戦略的な思考や、新たな視点・考え方を学ぶ

機会となっております。

また、平成３年の森町体験の里アクティ森体験センター開業以来、

毎年アクティ森に職員を派遺しており、業務を通して、民間のコス

ト意識・顧客志向・経営感覚を学び、職員の意識改革に成果を上げ

ているところでございます。

職員派遣では、アクティ森以外にも中遠広域事務組合、静岡県後

期高齢者医療広域連合、地方公共団体情報システム機構、静岡県な

どに職員を派遣し、他の行政機関の職務を経験したり、町職員以外

の人材と交流したりすることで視野を広げているところでしす。



- 93 -

さらに、江東区民まつりや北海道森町桜まつりなどのイベントに

参加することにより、イベントヘの出展ノウハウや森町をＰＲする

力を身につけるとともに、多くのお客様に接することにより接遇能

力の向上も図っております。

このように、近年職員研修に積極的に取り組み、専門的知識、経

営感覚、政策立案などの能力開発を図っております。今後も、複雑

・多様化する行政課題に的確に対応するため、様々な職場外研修の

受講機会を設けるとともに、職員の能力・資質のより一層の向上を

図る研修を企画・実施し、人材の育成に努めてまいります。

以上、申し上げまして答弁といたします。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）８番、中根幸男君。

８番議員 （ 中 根 幸 男 君 ）まずは令和２年度当初予算の関係でござい

ますが、町長も２期目の選挙を控えて、現段階で予算の内容につい

て、回答は難しい点もあろうかと思います。私も、今回一般質問を

して良いものかどうか大変迷いましたが、町長が２期目に向けて町

政を担う意思を確信して、あえて提出をさせていただいたところで

ございます。従いまして、予算の内容というよりは、むしろ２期目

に向けての抱負と言いますか、そういうな意味で、どのような政策

を考えているか、という点で一点二点、追加で再質問をさせていた

だきたいと思います。

まずは５の、都市計画道路新田赤松線、これにつきましては、令

和元年度は第一工区、これは天宮土地区画整理事業区域から森小学

校の正門付近の関係ですけども、地権者等に対して確認書、同意書

の取りまとめ、それから国への補助申請ということで、社会資本総

合整備事業等、どういった補助制度があるかというようなことを調

査したいというようなことでお話があったかと思います。今後、ど

のような計画で進められる考えがあるか、その辺を少し伺いたいと

思います。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）町長、太田康雄君。

町 長 （ 太 田 康 雄 君 ）中根議員のご質問にお答えいたします。都
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市計画道路新田赤松線の計画についてのご質問でございますが、こ

の都市計画道路新田赤松線の未整備区間、約720メートルの整備に

ついては、長い間手つかずできておりました。都市計画道路新田赤

松線全線につきましては、代々の町長がその時々、様々な手法を用

いながら、ここまで整備を進めてきておりますので、やはりこの新

田赤松線は、全線が開通してこそ、これまでの整備効果も現れてく

るものと考えますので、私もこの整備について、進めてまいりたい

と考え、これまで準備を進めてまいりました。従いまして、これま

での準備を踏まえ、令和２年度、計画しております事業を推進して

まいりたいと考えておりますが、ご指摘のとおり、国の交付金事業

を活用しての事業になりますので、当然その付き具合によっても、

事業規模は変わってこようかと思いますが、その辺のことについて

も、国に対して要望を行いながら、十分な予算を確保してまいりた

いと、そのように考えております。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）８番、中根幸男君。

８番議員 （ 中 根 幸 男 君 ）それから、３番目にちょっと戻らせていた

だきますが、産業振興や人口減少対策として、企業誘致、あるいは

住宅対策が大変重要だと考えております。もちろん町内には、工場

の跡地や空き地等もありまして、まずはその利用を考えるべきだと

思います。そうした中で、従来この当然のように、園田、飯田、一

宮の基盤整備をされた優良農地は当然守っていく必要があるかと思

いますけども、農振農用地の除外について、もう少し柔軟に考えて

はどうかと思っております。と言いますのも、従来企業誘致、ある

いは宅地造成について、農振除外が大変厳しくて、計画が進まなか

ったり、あるいは町外に住宅地を求める事例もあったように伺って

おります。そこで農振除外の考え方についてもう少し柔軟に取り扱

うべきではないかと思いますけども、その点ちょっと質問とずれる

かもしれませんが、担当課の考えを伺いたいと思います。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）長野産業課長。

産業課長 （ 長 野 了 君 ）産業課長です。中根幸男議員の再質問にお
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答え申し上げます。農振農用地区域内農用地、いわゆる青地と申し

ますけども、そこについて柔軟な対応はどうかということかと思い

ます。まずご案内のように、農振農用地区域内の農用地の除外につ

きましては、県に権限がございます。ですので、町の裁量なり考え

方なりの中でそれを柔軟にするということにつきましては、要は武

器なり手段を持っていないというところでございますので、どうい

った形でそれを進めていくかということについては、まずもって県

と協議をしていくということになると思います。今ご質問があった

ように、企業誘致、宅地造成等々について積極的に、その対象地が

農用地であった場合ということでございます。要はその土地の状況

にもよるわけでございますけれども、十分に申請者のお話を聞きな

がら、またその土地が今後、農業の振興を図る農地なのか、それと

も町の活性化のために、農業の振興なのか、それとも企業誘致なの

か、そういったことを考えさせていただいて、その農地につきまし

て、協議をしていくといったことになると思います。そういった中

で、じゃあもうここは青地だから全然ダメだということは、現時点

においてもそういった対応はしておりません。ご相談があった中で、

要は法の中で、その土地が除外できるかどうかというのは、きちん

と整理されておりますので、その整理の中で、どういった取り方が

できるのか、こういった方針では除外できないかとか、といったこ

とについては、今においても、中遠農林事務所に町としてこの事に

ついてはどうか、こういうことだけどどういうものなのかといった

ことで、相談をしながら進めているところでございます。当然、法

的に定められていることですので、基盤整備が８年以内に入ってい

れば、それはどういった状況でもなかなか難しいとか、そういった

難しさはありますけれども、その土地の状況について、町としてど

うあるべきか考えた上で、法の中での整理の中で、除外が可能な所

につきましては、申請者と一緒になり、また中遠農林事務所と協議

しながら対応していきたいと考えております。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）８番、中根幸男君。
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８番議員 （ 中 根 幸 男 君 ）それでは２問目の、各課の政策目標を定め

た、課長マニフェストというような呼び方で私申し上げましたけれ

ども、それぞれ課の目標、あるいは方針等につきましては策定され

ているということを聞きまして安心をいたしました。そこで、小山

町のいわゆる部長マニフェストですけども、インターネット上でこ

れは閲覧ができるのですね。町として、今後その課の方針とか目標

についての公表の考えについてはどのように考えているか、その点

確認したいと思います。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）村松総務課長。

総務課長 （ 村 松 成 弘 君 ）総務課長です。ただいまの中根議員のご質

問にお答えをいたします。この組織目標につきましては、先ほど町

長の答弁からもありましたけども、第９次の総合計画であるとか、

町長マニフェスト、施政方針、個別計画等を踏まえ、課ごとに設定

をしております。これらにつきましては、いずれも町民には公表を

されているところでございます。

それで、この組織目標につきましては、課内の職員が業務目標を

設定をしやすいように、いつまで（期日）、それからどのような方

法で（手段）、それからどこまでと、などの実行をですね、具体的

に盛り込むように記載をしておりまして、目標管理型の職員向けの

内部資料的な内容となっておりますので、今のところ、町民への公

表を前提として策定をしておりませんので、公表をする予定は今の

ところありません。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）８番、中根幸男君。

８番議員 （ 中 根 幸 男 君 ）それでは３問目に移らせていただきます。

職員の意識改革と職員研修についてであります。先ほども申し上げ

ましたように、地方自治体を取り巻く環境が、地方創生等大変厳し

いものがありまして、従来のように、他の市町が行なっているから

ではなく、町独自の政策が必要だと考えております。11月に開催さ

れた森町行財政改革推進委員会の委員の方から、職員は自治の担い

手として、課員は係長になったつもりで、係長は課長になったつも
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りで、課長は町長になったつもりで、言い換えれば一人一人が経営

者の感覚で、町の政策なり事業に取り組んでいただきたいというよ

うな趣旨の意見が出されました。私も常々そのように感じておりま

す。そうしたことから、いわゆる、従来でいうその交流の関係、人

事交流、これを、従来県との人事交流等も進めてきたように思いま

すけども、今後県との人事交流なり、あるいは民間への派遣という

ことについては、どのように考えているか伺いたいと思います。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）村松総務課長。

総務課長 （ 村 松 成 弘 君 ）中根議員のご質問にお答えをいたします。

県それから他の団体との人事交流の考え方でございますけども、森

町は、県であるとか、中遠、そこの事務組合であるとか、各種の団

体の構成員であるというようなところもございます。また今広域で、

県として取り組んでおります、後期高齢者医療広域連合であるとか、

また滞納整理機構であるとかというような所の構成員でもございま

す。そういったところで、各そういった構成の団体から派遣要請が

あれば、そちらの方に職員を派遣をしていく。また機会があれば、

県との人事交流もやっていきたいと思っております。

また、それから民間企業との交流についてのお話でございますけ

ども、確かに、先ほど中根議員の方から下條村の事例をあげていた

だきましたけども、静岡県でも、小山町でも、民間企業との人事交

流という形で事例があるわけでございますけども、この民間企業と

の交流につきましては、まずは行政の中立性、相手方を選ぶについ

て、行政の中立性を損なうことがあってはならないというようなと

ころで、交流する相手方の企業等の選定が難しいのかと思っており

ますので、そのあたりにつきましては、先進的な事例を参考にしな

がら、検討をしていきたいと思っております。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）８番、中根幸男君。

８番議員 （ 中 根 幸 男 君 ）是非、県との人事交流につきましては、例

年県からの意向調査等もあろうかと思います。是非これから、人員

配置的に余裕がないということかもしれませんけども、その辺も考
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慮しながら、将来を見据えた職員を養成していくという視点で、広

い視野で、そして中長期的な考えをもって、これからも人事交流、

県との人事交流、進めていただきたいと思います。以上で終わりま

す。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）次に、９番、鈴木托治君。

９番議員 （ 鈴 木 托 治 君 ）簡潔明瞭に質問いたします。３点ほど、町

長に２つ、教育長に１つ質問をいたします。

まず第１点「町長選の出馬について」、来年２月に町長選が行わ

れますが、出馬への意向について伺います。また、１期４年間の実

績と感想、自己採点の数値はいかがでしょうか。もし当選した場合

の重点政策について何があるかを伺いたいと思います。

２点目は「役場への民間力の導入」ということで、今中根議員の

方からも質問がございましたように、同じような問題になると思い

ますが、公務員は、安定した職業のためか安住の気持ちを持ち、積

極的に挑戦する気概を失った職員がいるとしたら心配である。行政

も民間力を導入するときではないか。民間への派遣制度、また民間

人の受け入れ制度を提案するがいかがでしょうか。

第３点「子供達のスマホ使用の検討を」ということで、スマホを

使ったＳＮＳによる誘拐、スマホの見過ぎによる目の異常など、様

々な子供達の被害が年々拡大しているように思えます。子供達のス

マホ所持率はどの程度か、また使用上の注意点など学校で説明して

いるかお聞きいたします。よろしくお願いします。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）町長、太田康雄君。

町 長 （ 太 田 康 雄 君 ）鈴木托治議員のご質問にお答えいたします。

始めに、「町長選の出馬について」お答えいたします。

山本議員の質問に対し、答弁させていただきましたように、引き

続き森町の町政運営を担わせていただきたいとの決意を固めたとこ

ろでございます。これは出馬をするという正式な表明でございます。

１期４年の実績と感想につきましては、山本議員への答弁で述べさ

せていただきましたので、割愛をさせていただきたいと思います。
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自己採点の数値でございますが、なかなか数値で表すのは難しい

ものですので、前回の選挙で掲げたマニフェストヘの取り組みによ

り、自己採点をしてみました。マニフェストには３つの取り組みご

とにそれぞれの施策を上げ、合計で30の項目があります。

これらをＡ：達成済みまたは取組済みで一定の成果が出ている、

Ｂ：取組済み、Ｃ：検討中もしくは準備中として評価を致しますと、

Ａが20項目、Ｂが７項目、Ｃが３項目で、ＡとＢを合わせると30項

目中27項目、パーセントにすれば90パーセントとなります。この数

値に私自身の反省を加味し、自己採点は80点とさせていただきたい

と思います。

次に、「当選した場合の重点政策は何かについて」お答えいたし

ます。森町にとっての最重要課題はやはり人口減少だと考えます。

最重要課題として掲げる理由でございますが、社人研の推計によれ

ば、本町の人口減少は、将来的にも継続していき、深刻な生産年齢

人口の減少、少子高齢化が進むと見込まれております。

現在「森町人口ビジョン及びまち・ひと・しごと創生総合戦略」

において人口減少に対する具体的な施策を実施しているところでご

ざいますが、今後も引き続き、年齢構成バランスを適正に維持し、

不安のない、安定した町民の「暮らし」を守るとともに、活力があ

り、自立したまちを維持していく必要があるからです。この最重要

課題に対処することが、重要施策であります。森町が将来にわたっ

て活力を失わず、「住む人が幸せを感じながら住み続けられる森町」

であり続けるためには、様々な切り口からの施策が必要であると考

えますので、あらゆる施策を検討し、実施してまいりたいと思いま

す。

具体的には、森町の活力を維持し、向上させるための産業振興、

特に積極的な企業誘致、人口減少対策として森町で生まれる子ども

を増やすための子育て支援、定住人口を増やすための移住定住推進、

交流人口や関係人口を増やすための情報発信、観光誘客など、総合

計画や総合戦略に沿った施策です。
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引き続き町政を担わせていただけるとしたら、これまでの施策を

さらにブラッシュアップさせて進めていくと同時に、新たな施策に

取り組み、見直しが必要と思われる施策については再検討してまい

りたいと考えております。

次に、「役場への民間力の導入について」申し上げます。

民間への派遣につきましては、中根幸男議員のご質問の中でもお

答えをさせていただきましたが、森町においては、平成３年の森町

体験の里アクティ森体験センター開業以来、毎年アクティ森に職員

を派遣しており、業務を通して、民間のコスト意識・顧客志向・経

営感覚を学び、職員の意識改革に成果を上げているところでござい

ます。

また、民間との交流研修も「県・市町・民間企業管理者交流講

座」、「県・市町・民間企業若手職員交流講座」、「県・市町・民間

企業女性管理職エンカレッジ研修」に今年度は、それぞれ１人ずつ、

３人の職員に受講させ、県や民間企業の職員等との議論や交流を通

じ、経営に関する戦略的な思考や、新たな視点・考え方を学ぶ機会

となっております。

その他、昨年度には、森町若者ミーティングを開催し、町内の企

業から28人、役場職員18人が参加し、森町を担う若い世代が考える

まちづくりへの意見交換を行い交流を深めました。

さらに、近年、新規採用職員の受験資格を事務職は30歳まで、土

木技術職、保健師、管理栄養士等の専門職は32歳まで年齢要件を引

き上げ、民間での様々な職歴がある職員を採用し、民間ならではの

経験を行政に取り入れ、業務に活かしている職員もおります。

このように、町としましても民間のノウハウなどを学び取り入れ

る機会を積極的に増やしています。

議員ご提案の民間との長期の相互派遣は、人的に難しいところも

ございますが、今年度実施した「新たな魅力創出発信事業」では、

民間事業者とともに業務に取り組むことで、民間企業の柔軟な発想

や斬新なアイデアなどを学ぶことができましたので、今後も民間か
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ら学び、民間力の導入は多様化・高度化する町民ニーズに適切に対

応するためには必要なことと考えております。

また、浜松市の副業・兼業に限定し、政策提言や専門的な助言を

行う人材公募や小山町の１年間を期間とする民間企業等との間の人

事交流などの先進地事例や近隣市町の状況も調査研究しながら引き

続き検討していきたいと考えております。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）教育長、比奈地敏彦君。

教 育 長 （ 比奈地敏彦 君 ）次に、「子供達のスマホ使用の検討を」に

ついて、私、教育長から申し上げます。

議員ご指摘のとおり、スマートフォンやインターネット通信機器

等の急速な普及により、日常生活が非常に便利になる一方、過度な

ゲームや動画等の視聴により、生活習慣が乱れ日常生活に支障を来

すいわゆる「ネット依存」を起こしたり、ネット詐欺・不正請求、

さらにはＳＮＳ使用により児童生徒が誘拐等に巻き込まれたりする

事件が起きています。

町内の小学校で行った「携帯電話・スマホについてのアンケート」

によりますと、パソコン、携帯電話、スマートフォン・タブレット

・通信機能のついたゲーム機等、通信機能のある機器が、ほぼ児童

全員の家庭にあることがわかっています。利用状況は児童本人の専

用機器、家族と共用の機器を含め小学校３年生以上の約８割が写真

や動画を撮影していると回答しております。通信機能のついたゲー

ムを使用している児童は約５割おり、学年を追う毎に利用率も上が

っていくことが明らかとなっています。インターネットに接続して

利用する機器については、小学生ではゲーム機が中心ですが、中学

生ではスマートフォンが中心となり、機器の所有割合は約60パーセ

ントで、小学生の利用に比べ、更にＳＮＳの利用率が上がる傾向に

あります。

一方、スマートフォン等の使用について家族でのルールがある児

童は約６割程度で、保護者が児童の機器の利用状況や撮影した個人

情報などをどう扱っているかが家族内で把握できていないケースも
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報告されています。

学校においては、情報通信ネットワーク等を主体的に選択し、適

切に活用して問題を解決する力の育成に努めています。授業の中で

児童生徒の教科への興味関心をより高め、指導の効率化や言語活動

のさらなる充実を図るため、タブレットを活用して児童生徒自らが

情報収集し、その情報の必要性を判断・取捨選択・活用する力をつ

けるよう取り組んでいます。

また一方において、情報モラルや責任について理解し、正しく活

用する態度の育成も欠くことはできません。インターネットを利用

する際のルールとマナー、善悪の判断や危険性を判断する力を身に

つけるため、総合的な学習の時間や特別活動、道徳の授業を通して、

ＳＮＳを使用してコミュニケーションをとる際の注意点等の指導を

学年段階に応じて計画的に行っています。

また、ＰＴＡとも協力して総会や懇談会等において、保護者を対

象とした「スマートフォンやＳＮＳの安全利用について」の話し合

いや子どもと一緒に専門家の話を聞く場を設け、児童生徒のスマー

トフォン等の使用の状況や問題点、それを取り巻く危険性について

啓発や周知を行っています。

スマートフォン等の機器の使用について、トラブルを想定して単

に機器の使用を制限するのではなく、正しい知識により、安全な利

活用を図ることを指導することがこれからの社会を生きる子どもた

ちには大切になってくると思われます。そのため、今後も学校教育

だけでなく、家庭においても子どもと共にスマートフォン等の利用

について考える機会を持ち、使用のルールを定めたり、有害情報を

遮断することに有効なフィルタリング利用の周知を図り、ＳＮＳな

どの被害から児童生徒を守る、さらには児童生徒が自らの判断で自

身を守ることが重要であると考えております。

また万一、事件や事故等につながる可能性がある場合には家庭、

警察等と連絡を取りながら対応を図るよう取り組んでまいりたいと

考えております。
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以上、申し上げまして答弁といたします。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）９番、鈴木托治君。

９番議員 （ 鈴 木 托 治 君 ）私も、11年間の議員活動の中で、この質問

が最後というのが初めてでありまして非常に疲れました。特に歳も

もう一番上ですので、もう疲れましたし、皆さんも、もうええ加減

にやめよというような顔の方もいるじゃないかと思いますけど、ど

うしても聞かなくてはいけないことがあるものですから質問をさせ

ていただきます。先ほど、一番最初に山本議員の方から質問があり

まして、非常に何か和気あいあいと、町長となっているような、饅

頭をぶら下げたような質問だったように私は思って、俺とは違うと

いう感じを強く持った次第であります。最初に山本議員も言ったよ

うに言葉、今年の言葉は今年の漢字一字で表すと何とかというのが

清水寺の貫主の方がいつも書くわけですけど、令和の「令」と、い

ったい令和の「令」とはなんだと私はつくづく思いますし、私は、

今年の漢字はまさに「嘘」あるいは「桜」この２文字が今年の世相

に一番ふさわしい漢字じゃないかと考えているわけであります。

さて、政治用語の中に、ハネムーンという言葉があります。これ

は大統領とか首相が、新しく登板した時に半年間は、あるいは１年

間は、初めてなのかゆっくり温かい目で見ようというのがハネムー

ンという期間だと思うのです。しかしもう町長はハネムーンを過ぎ

てもう４年目、４年目もあとわずかというところに突入してきたわ

けでありまして、非常にこの町を、どのように持っていくかという

ことが、私たちには全く見えない、なんだか昔と変わらない、この

ように私は感じております。また、多くの町民の皆さんも話す中で、

どういう町になるだろうか、何を考えているのか、そういうことも

聞きます。それは私と町長の立場の違いもあってそうかもしれませ

んけど、そういう声も各地であるということだけはまず頭の中に入

れていただきたいと思います。

そこで２、３、前回町長選があった時に、町長は公約を発表しま

した。その中で、まず一つは村松町政の方向性を変えることなく、
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新しさも取り入れて次世代のまちづくりをすると言われておりま

す。この新しさとは一体何なんでしょうか。また、空き家を活用し

た移住促進に取り組むということで、今年度というか、移住定住課

というような課を作りました。私は移住定住課を作った時に、この

課長になる人はとても大変な仕事を受けた、一番の貧乏くじを引い

たと、そのように考えておって、誰がなるかと思ったら、まぁ一番

貧乏くじのというか同級生の村松課長になったことで、まぁなるほ

どなと思ったわけですけど、移住定住課というのは５人程の職員が

いて相当の金額を、給与というかそういう面で使っておりまして、

その成果がほとんどというと申し訳ないですけど、表れないという

ことは、やっぱりその、別に課長を責めているわけじゃなくて、そ

の増えるための要素となる人口増加とかを全然に政策に反映してな

いんですよね。例えば私も何回も、どうですか園田地区に住宅を作

って、そしてあそこは山梨にも近い、イオンとかなんとかあるもん

ですから、そこでもって作れば、間違いなく人が増えると、だけど

そういう入れ物も造らなくて、住んでよし、暮らしてよし森町づく

りなんて、そんな抽象論だけ言っても人口は増えるわけはありませ

ん。だからそれとまたその時に、新東名のインターチェンジで住宅

地を提供するというようなことも最初に言われました。インターチ

ェンジの周りに住宅地なんか作る必要性はまるでなくて、やっぱり

工場でなければいけないわけですけど、そのインターチェンジの近

くに工場らしいものはここ４年間ほとんど作られていない、そうい

うことを考えると移住定住とかそういうことは言葉だけの遊びであ

って、本当に考えてないんじゃないかと、税収を得るためにはそれ

なりの、私は政策というか出費が必要だと思います。行政と企業は、

ある面では非常に似ているところがあるのですよ。企業は株を購入

してもらってその金で会社を運営し利益を得、そして株を配当した

り、あるいは従業員の給料を上げると、そういうことで取り組むわ

けです。実際には給料の方はあまり上がってないみたいですけど、

全部自分の方にため込んじゃってということでありますが、そうい
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うことですが役場は皆さんから貴重な税金をいただいて使っている

わけですよ。だけどそのお金が、自分の懐が痛むというようなそう

いう意識がまるで欠けている、私ははっきり、皆さんから嫌われよ

うがなんだろうが、いろんな予算を見ながら、なんでこんな金額に

なるんだということを何回も見てきました。その都度反対したりし

てきました。もっともっと予算をあれすれば、予算というかお金の

使い方を考えれば、今の予算のだいたい５パーセントくらいは節約

できるんじゃないか、５パーセントというと４億円です。それぐら

いできるんです。それを無駄なところにどんどんどんどん使って入

札だろうがなんだろうが、こんなのはおかしいじゃないかというの

をへっちゃらで使っている、まさにそれは自分の懐が痛まないから

です。人の金だと思っているからです。そこらをはっきりと公務員

の皆さんは、自分のお金だという意識をもっともっと強く持って、

行政に当たってもらわないと、私は非常に皆さんを信頼することは

できないと、町民もそのように薄々と感じているじゃないかと、こ

のように思っております。とにかく税金をもらってやっている限り

は、町をどのような方向に持っていくのか、そういうことと大胆な

提案ということがないじゃないかと、私は思うのです。この前、下

條村だったと思いますが、３子目には50万円の祝い金をやると、そ

ういうことを言っておりました。それで大分県の豊後高田という町

があるんですけど、そこでは４子目は100万円を提供するんです。

今の森町が一人目二人目、そして三子目は15万というそんな金額じ

ゃないんです。その町で生まれれば、その人たちが大きくなって成

長して町を築く、支える、そして税金を払う、そうやって町が活性

化していくんです。だからとにかく小手先の方法じゃなくてもっと

もっと大胆な政策を提案したいと思います。それで一つ私もいろん

な事例をいろんな週刊誌とかいろいろ見まして、例えば広島県の神

石高原町というところがあるんですけど、これは町が所有している

建築可能な土地を坪８円、125坪1,000円で提供して家を作らせてい

るんですよ。そのように、今ちょっと答えてもらいたいんですけど、
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家が建てる可能性がある森町の遊休地、それどれぐらいなんですか、

ちょっとまずお答え願います。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）鈴木托治君に伝えます。ただいまの質問は、

町長選の出馬について、その中、そこに関連した、その遊休地が今

どれだけあるかということでしょうか。そこには今すぐ答えられな

いので。

９番議員 （ 鈴 木 托 治 君 ）また提出してくれれば結構ですけど、その

ようにね、いいですか。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）９番、鈴木托治君。

９番議員 （ 鈴 木 托 治 君 ）そのように、やっぱり我々に夢を与えてく

れるような、もうちょっと大きなことをやって、節約、無駄を省い

てその金をそういうものに渡して、収入を増やす、そういうことが

本当に私は必要じゃないかと思うのです。そういうことでこのいろ

んな事例を出させてもらったんですけど、もう一つ、実は、町が策

定した地方創生人口ビジョンによりますと、このままいきますと20

60年には一万人になってしまう、しかしそれに対して、その戦略は

30年までに出生率を2.07パーセントを実現して13,000人を確保する

と、このように書いてあるんですが、その2.07なんて数字が一体ど

こから出てきたんですか。こんなに出生率が高いとこなんか日本を

探してもまずないと思うのですけど、そういう間違ったデータから

出発すれば政策も全く違ってくるのですけど、その根拠を示してく

ださい。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）暫時休憩をいたします。

（ 午後 ４時１３分 ～ 午後 ４時１５分 休憩 ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）佐藤企画財政課長。

企画財政 （ 佐 藤 嘉 彦 君 ）企画財政課長です。先ほどの2.07と、出生

課 長 率実現、この数値の根拠ということでございますが、これにつきま

してはまず13,000人と、2060年に１万人になるのを、減少を抑制す

るという意味で13,000人という目標を設定した上で、その上で社会

減がプラマイゼロ、そして自然増減がプラマイゼロとなる場合を計
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算をいたしますと2.07になるということで、こちらの数字を根拠と

いうことで戦略の方へ記載をしているというところでございます。

以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）９番、鈴木托治君。

９番議員 （ 鈴 木 托 治 君 ）答えが先出しちゃって後式を作ったような

ものですのでねこれは。これはやっぱり訂正というか、じゃ今の出

生率は、今年度の出生率はどれぐらいでしょうか。もう３月までは

当然もう妊娠していて子どもが生まれるのが大概大方分かっており

ますので、出生率も出てくると思うのですけどどのくらいなんです

か。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）佐藤企画財政課長。

企画財政 （ 佐 藤 嘉 彦 君 ）この出生率つきましては、現在の最新デー

課 長 タというのが、平成20から24年というものが公表されているのみと

いうことでございます。これにつきましては1.48ということで、県

内の12町中６番目という数字となっております。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）９番、鈴木托治君。

９番議員 （ 鈴 木 托 治 君 ）ま、その話は、とにかく統計というのは正

確な数字を基にやらないと、それこそ間違った答えが出てくるもの

ですから、やっぱりそれは実現可能なところのものを持って、その

中でいろいろ対策を練るというのが、私は当然じゃないかなと思い

ます。先ほど私も言いましたように、とにかく大胆な政策。例えば

森町だったら、森林の宝庫なんですよ。だからその施設が、誰かが

全国津々浦々まで、スギやヒノキがいっぱいあるわけです。だから

もう取れるのは取って、そして森町で家を作る森町の大工さんを使

うということになれば、材木ぐらいただでやるよとそれぐらいの大

きな目標を掲げて人口を増やせば税収も増える、そういうような、

ちょっとばかみみっちいような政策じゃなくて、大胆な政策を私は

望んでおりますので、またそういう点で一生懸命皆さんがご活躍し

てくれればありがたいと思っております。

２点目に入ります。公務員の現状に対してちょっと私見を申し上
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げます。憲法15条と言うまでもなく、全ての公務員は全体の奉仕者

であって一部の奉仕者じゃないと言われております。地方公務員の

方はそれこそ本当に真剣に一生懸命日々の生活をやっている。私は

間違いなく、皆さんの優秀さは分かっております。しかし、公務員

だけじゃなくて司法も検察も上に行けば行くほど頭は良くても心が

腐ってくんですよね。だから結局今言ったように、先ほど岡野議員

がなんとかグモがインターチェンジの周りにいるということでした

が、国会の中じゃ嘘つき税金グモというのがいて、そこらがクモの

巣張っているんですよ。本当にひどい話なんですけど、皆さんはそ

うではない。だけど真剣にやってくれていると、そう考えておりま

す。だけど、茹でガエルの話をするまでもなく、やっぱり温室育ち

は温室育ちで、やっぱりそれに順応しちゃうじゃないかと思うので

す。私は、皆さんは将来を保証され、そして町民の平均的な収入よ

り、所得よりはるかに、はるかとは言わんまでも多くのものをもら

っています。それは優秀ですし町の指導者としてそれはそれで結構

だと思います。しかし、いつまでも皆さんが、公務員としてやって

けるかどうかというのは、非常に微妙なところがあるのです。とい

うのは、東京都港区では、ある業種を外注に出しているんです。例

えば戸籍謄本とかそういう抄本を発行するとか、そういうので港区

の本庁、そして地方の地区と出張所には、一般の派遣会社でやって

いるのです。私は将来、今のような状態がどんどん続けば、役場の

職員も幹部候補生は何人か、30人か50人か作っておいて、後の業務

はみな民間に出しちゃえと。その方がはるかに安いんですよね。ボ

ーナスも出さんでいい、給料も安くていい、そういうように、本当

に真剣にこれからことを考えないとそういう状態が、絶対来ないと

は言えないんです。だから、そのようなことで一生懸命頑張ってい

っていただけると思います。だけどこの前のプレミアム商品券なん

かでも、２万円が２万５千円なるといったら、誰だって普通飛びつ

くんですよね。だけど２万円さえないという人が、５千件だったか、

５千人だったか、そのぐらいプレミアム商品券の販売につきいるん
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ですよ。今のプレミアム商品券の交換率はどれぐらいになっている

んですか。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）今のプレミアム商品券についてですが、こ

の役場への民間力の導入という質問について、それがそこにどう関

わってくるのか、ご説明お願いします。

９番議員 （ 鈴 木 托 治 君 ）それはいいでしょう。それこそ、私はよく

耳にするんですけど、朝、子どもや妻に見送られて行ってきますと

言ったその社員が、会社に行って失敗したかなんかでリストラにな

って、帰ってきて泣きながら俺もうクビになったと、こういうよう

な事例も結構あるんですよ。しかしその点が、皆さんそういうこと

は絶対ないと、それだけに使命も重たい。そういうことを考えてこ

れから一生懸命頑張っていただきたいと思います。質問のような形

をとれているけど、私は感想だけにさせていただきたいと思います。

あと３番目の教育長、非常に子どもたちが危険にさらされている

と、私は、中学生以下のものがスマホなんかを持つべきじゃないと

思う。だけど時代はそれを求めているならそれは仕方ないにしても、

なんでそんなにスマホなんか必要あるんですか。携帯電話で充分な

んですよ。そういうものを持つことによって、それこそ大人の世界

に引きずり込まれて、とんでもないようなものが画面まで見ちゃう

ようなというのは、これは好奇心の中で子どもたちはあるんですよ。

だからそれをなんとかということでこういうふうに、そういうもの

をカットするのはあるんですよね、買うところで。だけどそれさえ

も親も子どもも、そのままでいいということでスマホを使っている

と、そういうことで、子どもたちを不幸に遭うのはやっぱり家庭で

あり、教育者であり、学校であり、行政なんですよ。もしそういう

ことができた場合は、断じて我々は許すことはできないと考えてお

りますが、今のところそういうスマホによる被害と言うのは結構あ

りまして、スマホの使いすぎによって学校へ遅刻する、欠席する、

学校成績が落ちる、現実友人の減少、家族への暴力、昼夜逆転の生

活、引きこもりになる、こういうのは、いつの日かその子どもたち
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の犯罪に結びついていくんですよね。そのために教育はしっかりや

らなきゃいけない。教育は国の宝です。だからそういう意味でくど

いまでも、教育長、そういうような指導、道徳の時間だと思います

けど、とにかくそういうことが起こらないようにしっかりした教育

をしてもらいたいと思いますがいかがですか。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）教育長。

教 育 長 （ 比奈地敏彦 君 ）ご指摘ありがとうございました。私の範疇

で答えられるものと答えられないものがあると思います。一教育者

として考えるならば、やはり今の時代の中においてスマホは非常に

便利なものです。効果的に使えば非常に良いという部分もあります。

昨今この問題の中で上がってくるのは、やはりそれを扱う子どもで

あったり、大人であったりする部分が、やはり自分のレールから反

して、やっぱり使い方を間違えているという部分での事故、事件が

あると思います。浜松で起きた事件等もまさにそのとおりでござい

ます。ただ教育的に、先ほど言いましたように教育を考えて子ども

にスマホを云々はどうだと言った時には、こんな便利なものはない

んだ、うまく使えれば本当に君の夢にも繋がるよというような使い

方をするべきだと思うのです。だから負の要素はたくさんあります

けども、プラスの要素としてやっぱり指導していくのが教育の場で

あると思います。ですので、間違いは間違いとして指摘しながら、

こういう利用をしてくれればこんな便利なものはない。まして情報

教育、情報社会になっていきますので、そういう部分を踏まえて、

やはり使い方について正しく教えていくというのが大人の責務だと

思っております。総合的な教育の時間または道徳の時間で善悪の判

断と同じようにスマホを題材とした授業等についてはどの学校でも

やっていますし、幼稚園についても、保護者対応について保護者な

どにも話し合いをしております。ですので、やはり教育という部分

で考えてくると、学校だけじゃございません。やっぱり家庭、学校、

地域とですね、いろんなものを踏まえて子どもたちが自立していく

ような教育というですかね、生き方指導をしていけたらと思ってい
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ますので、スマホについてもただただ闇雲に問題があるというとこ

ろでお話をするものではないと私自身は思っております。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）９番、鈴木托治君。

９番議員 （ 鈴 木 托 治 君 ）最初に申したように声が枯れてきちゃって、

それこそ皆さんもはやく終わらんかなという顔をしておりますので

これで終わります。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）これで、一般質問を終わります。

日程第14、議員派遣についてを議題とします。

議員派遣については、お手元に配付のとおり議員を派遣したいと

思います。

お諮りします。

議員派遣については、これを決定することに、ご異議ありません

か。

（ 「異議なし」と言う者多数 ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）「異議なし」と認めます。

したがって、議員派遣については、お手元に配付のとおり決定し

ました。

日程第15、第一常任委員会の閉会中の継続調査についてを議題と

します。

第一常任委員会委員長から、森町議会会議規則第75条の規定によ

って、お手元に配布のとおり、閉会中の継続調査の申し出がありま

す。

お諮りします。

委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに、ご

異議ありませんか。

（ 「異議なし」と言う者多数 ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）「異議なし」と認めます。

したがって、委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とす

ることに決定しました。

日程第16、第二常任委員会の閉会中の継続調査についてを議題と
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します。

第二常任委員会委員長から、森町議会会議規則第75条の規定によ

って、お手元に配布のとおり、閉会中の継続調査の申し出がありま

す。

お諮りします。

委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに、ご

異議ありませんか。

（ 「異議なし」と言う者多数 ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）「異議なし」と認めます。

したがって、委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とす

ることに決定しました。

日程第17、議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査についてを議

題とします。

議会運営委員会委員長から、森町議会会議規則第75条の規定によ

って、お手元に配布いたしました「次期議会の会期、日程等議会運

営に関する事項等」について、閉会中の継続調査の申し出がありま

す。

お諮りします。

委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに、ご

異議ありませんか。

（ 「異議なし」と言う者多数 ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）「異議なし」と認めます。

したがって、委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とす

ることに決定しました。

以上で、本日の日程は全部終了しました。

会議を閉じます。

令和元年12月森町議会定例会を閉会します。

（ 午後４時３０分 閉会 ）
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以上のとおり会議次第を記録し、ここに署名します。

令和元年１２月２０日

森 町 議 会 議 長

会議録署名議員

同 上


